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社会保険診療報酬支払基金r都道府県・郡市区医師会が特定健康

診査・特定保健指導機関の請求の事務代行等を行う場合の取扱い

について」、及び保険者協議会中央連絡会「集合契約における委

任状の提出や契約事務経費の精算」等について

　時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

　さて、社会保険診療報酬支払基金への特定健康診査・特定保健指導機

関の登録につきましては、平成19年9月28日付（地皿152）をもっ
て通知をお送りいたしました。

　今般、都道府県・郡市区医師会が会員機関の健診等費用の請求の事務

代行を行う場合の取扱いについて、及び健診等費用の受領に関する権限

を委任される場合の取扱い方法について、別添のとおり支払基金支部か

ら各都道府県医師会へ通知がなされることになっておりますので、貴会

におかれましてもよろしくご高配のほどお願い申し上げます。

　平成19年12月24日に開催いたしました第2回都道府県医師会特
定健診・特定保健指導連絡協議会でご説明いたしましたとおり、都道府

県・郡市区医師会が会員機関から健診等費用の受領に関する権限を委任

された場合は、運用上、印鑑証明の添付は不要とし、委任状の最上部に

当該医師会が作成した受任承諾書を添付することになっております。

　なお、参考として、日医総研で作成いたしましたr資料　都道府県・

郡市区医師会により特定健診等機関の事務代行の開始に向けて」、　r参

考資料　都道府県・郡市区医師会による支払基金への届出一請求事務代

行と受領委任の届出様式一」を併せてお送りいたします。

　また、平成20年1月24日に開催されました保険者協議会中央連絡
会において、各都道府県の契約代表者が別紙のとおり決まりました。保

険者協議会中央連絡会より各都道府県保険者協議会、及び各医療保険者

宛に「集合契約における委任状の提出や契約事務経費の精算について」

の通知がなされ、国保ベースの集合契約における全国統一スケジュール

が示されておりますので、ご承知おきいただきますようお願いいたしま



す。

　追って、契約書の実施機関リストに載るためには、すでにご案内して

おりますとおり実施機関番号の取得が必要であり、平成20年4月に特

定健診等を実施するためには、支払基金への登録を平成20年2月20
日までに申請する必要があります。併せて運営についての重要事項に関

する規程の概要を作成する必要があります。　（ホームページ上での掲載

に限らず院内掲示でも構いません。）

　つきましては、本件についてご了知の上、貴会管下郡市区医師会、及

び会員等への周知方、よろしくご高配のほどお願い申し上げます。

＜添付資料＞

・都道府県・郡市区医師会が特定健康診査・特定保健指導機関の請求

　の事務代行等を行う場合の取扱いについて

　　　　　　　　　　　　　　　　　　【社会保険診療報酬支払基金】

・資料　都道府県・郡市区医師会による特定健診等機関の事務代行の

　開始に向けて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【日医総研】

・参考資料　都道府県・郡市区医師会による支払基金への届出一請求

　事務代行と受領委任の届出様式一　　　　　　　　　　【目医総研】

・特定健診・特定保健指導にかかる集合契約の契約代表者一覧

　　　　　　　　　　　　　　【第13回保険者協議会中央連絡会資料】

・集合契約における委任状の提出や契約事務経費の精算について

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【保険者協議会中央連絡会】
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目本医師会

　会長　唐沢　祥人　様

社会保険診療報酬支払基金

　　　　理事長　　中西　明典

都道府県・郡市区医師会が特定健康診査・特定保健指導機関の

請求の事務代行等を行う場合の取扱いについて

　平素は支払基金の業務運営につきまして、格別のご理解・ご協力を賜り厚く

お礼申し上げます。

　さて、平成20年4月から特定健康診査・特定保健指導が実施されるにあた

り、都道府県・郡市区医師会が、会員である特定健康診査・特定保健指導機関

の特定健康診査・特定保健指導費用の請求の事務代行を行う場合及び当該費用

の受領に関する権限を委任される場合につきまして、その取扱い方法を別添1、

2のとおりとしましたので、お知らせします。
　なお、本件につきましては、支払基金支部から各都道府県医師会へ別添によ

り連絡予定であることを申し添えます。

【別添】

別添1　都道府県・郡市区医師会が会員機関の健診等費用の請求の事務

　　　代行を行う場合の取扱い
別添2　都道府県・郡市区医師会が会員機関の健診等費用の受領に関す

　　　る権限を委任された場合の取扱い
参考資料　健診・保健指導機関との特定健康診査等のデータ授受及び決

　　　済について



別添1

都道府県・郡市区医師会が会員機関の健診等費用の

請求の事務代行を行う場合の取扱いについて

1　基金への届出
　　都道府県・郡市区医師会（以下r医師会」という。）が会員である健診等機関

　の健診等費用の請求の事務代行を行う場合は、「特定健診・特定保健指導機関の

　請求事務代行について」（別紙1及び別紙2）により、最寄りの支払基金支部（以

　下r基金」という。）へ届け出る。

　　なお、この場合の「特定健診・特定保健指導機関届」（別紙3）の取り扱いは、

　健診等機関から基金にそれぞれ提出するか又は医師会が取りまとめ「特定健

　診・特定保健指導機関の請求事務代行について」（別紙1及び別紙2）とあわせ

　て提出するかいずれでも可能とする。

2　基金への健診等データの提出（別紙4及び別紙5参照）
　（1）　健診等機関単位に健診データファイル（zipファイル）及び保健指導デー

　　タファイル（zipファイル）を作成する。
　（2）　健診等機関単位に作成した各データファイルは、暗号化しない状態でzip

　　フォルダに格納し、基金が配布する暗号化ソフトを用いてフ才ルダごと一括

　　して暗号化を行う。
　　　※暗号化・復号化ソフトキットは、支払基金からあらかじめ医師会へ送付

　する。
　（3）　一括暗号化したzipフォルダを電子媒体に格納し、基金へ提出する・

　（4）　基金で受付後、データ受領書及び受付エラー連絡書を各データファイル単

　　位に作成し医師会へ送付する。
　（5）　基金で受付けた健診等データの照会確認等については、原則・基金と医師

　　会の間で行うものとする。（照会内容によって、医師会から該当健診等機関

　　へ照会確認を行い、結果を基金へ連絡する。）

3　基金からの返戻・過誤返戻データの送付（別紙4及び別紙5参照）

　（1）　健診等機関単位に健診に関する返戻・過誤返戻データ（zipファイル）及

　　び保健指導に関する返戻・過誤返戻データ（zipファイル）を作成する・

　（2）　健診等機関単位に作成した各返戻・過誤返戻データファイルは・暗号化し

　　ない状態でzipフォルダに格納し、フォルダごと一括して暗号化を行う。

　（3）　一括暗号化したzipフォルダを電子媒体に格納し、医師会へ送付する・

4　その他
　（1）基金の特定健診・特定保健指導決済システムでは、オンラインによる複数

　　健診等機関分の一括請求に当面対応できないため、健診等データの提出は、



　電子媒体（上記2の方法）での提出をお願いする・

　　なお、オンラインによる一括請求については、準備出来次第対応すること

　としている。
（2）　上記2の一括暗号化の際に作成するzipフォルダのフォルダ名について

　は、国が定める電子的標準様式による提出用アーカイブファイル名の命名規

　則に則って設定する（別紙6参照）。

　　なお、医師会番号（10桁）は、基金で設定し各医師会へ連絡する・

※医師会から基金へ提出する場合のアーカイブファイル名

　提出元機関番号：医師会番号（10桁）＿

　　提出先機関番号：基金の代行機関番号（8桁）＿

　　　提出年月日（8桁）＋　媒体識別番号（1桁）＿

　　　　実施区分コード：「1」（1桁）

※医師会番号（10桁）の設定

　　都道府県コード（2桁）＋点数表r2」（1桁）＋888（3桁）

　　　＋機関コード（3桁）＋チェックデジット（1桁）

（3）上記3の基金から送付する返戻・過誤返戻データのzipフォルダ名につい

　ても、（2）と同様の命名規則により設定する（別紙6参照）・

※基金から医師会へ返戻する場合のアーカイブファイル名

　提出元機関番号：基金の代行機関番号（8桁）＿

　　提出先機関番号：医師会番号（10桁）＿

　　　提出年月日（8桁）＋　媒体識別番号（1桁）＿

　　　　実施区分コード：r1」（1桁）

（4）健診等費用の請求の事務代行に伴い、既に提出されている特定健診・特定

　保健指導機関届の内容と異なる項目が生じた場合は、特定健診・特定保健指

　導変更届（別紙7）を基金へ提出する。



別紙1
特定健診・特定保健指導機関の請求事務代行について

社団法人。。医師会は、別紙に記載の特定健診機関・特定羅宇旨導機関の特定健診費用及び特定保健指導費用の言青求に関する

事務の代行を実施することとしました。

ついては、請求の事務代行を行うに当たり、次のとおり取扱うこととします。

、請求の事務代行を行うに当たり、知り得た機密に係る事項につレ・ては・第三者に漏洩はいたしません・

2特定健診機関．特定保健指導機関と医師会の間において紛争が生じた場合・当事者間1こおいて解決するものとし戴

　3健診等データの授受方法

　（1）支払基金への健診等データの提出
　　①健診等機関単位に健診データファイノレ（zipファイノレ）及び保健指導デ一夕ファイノレ（zipファイノレ）を作成し・一括して支

　　　払基金へ提出する。
　　②支払基金で受付後に出力されるデータ受領書及び受付エラ連絡書については・各健診等機騨位（健診●保健指導データ

　　　ファイル別）に作成したものを、一括して医師会が受領する。

　　　③支払基金で受付けた健診等データの照会確認等については、支払基金と医自市会の間で行う・（照会内容によって・医師会か

　　　　ら該当健診等機関へ照会確認を行い、結果を支払基金へ連絡する。）

　　（2）支払基金からの返戻・過誤返戻データの受領

　　　支払基金で健診等機関単位に健診返戻・過誤返戻データファイノレ（zipファイノレ）及び保健指導返戻●過誤返戻データファイ

　　　ル（、ipファイル）を作成し、一括して医師会が受領する。

　　（3）　請求形態

　　　ロア　電子媒体（CD－R）　　ロイ　電子媒体（MO）

平成　　年　　月 日

請求事務代行者　　住 所

医師会名

医師会長名 ㊥

社会保険診療報酬支払基金幹事長殿

A4（210×297）



別紙2

別紙

●●●医師会

健診等費用の請求の事務代行を行う特定健診・特定保健指導機関一覧

機関の種別
特定健診・特定保健指導

@　　機関コード
名　　　　称 特定健診

@　　関
特定保健

w導機関

1 1234567890 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● O
O一　一　　　＿　　　一　　　　　　一

　　　　　　■　一　一■　一『一　一　　皿　『一@　　＿　　　　　　　　　＿　一一一　一←　一　『　『一一一　岬　■一一

2 一一一一＿　　　一一■一　　一』一　『一

3 ＿＿　r　　一■一　『一一一　　　一

@4
＿　r一＿　　　　　　　　　一一一一　一　　　　　一一

保健指導機関一覧は、「特定健診・特定保健指導機関の

@5

6

1本特定健診・特定
@請求事務代行について」（別紙1）に添付して、支払基金支部にあわせて提出

ｷる。

Q機関の種別の「特定健診機関」欄及び「特定保健指導機動欄には、請求璽
@事務代行を行う状況を特定健診及び特定保健指導別に表示（事務代行を行っ

@場合「O」を表示）する。

一　巳　　一

7
一

8 一　　

9

10

11 　＿　　　　　　　　　　　　　　　一

12

13 　　＿　＿　　　一一一　　　　　　一一一Q　　一　　　｝　　

14

15

16 一　一一＿　一一一　一■・一一一　　■一　一　一

17

　

＿　　　　一■一　■一一一　　一■一一一『『　一

18 一　　一一　　　一　一一一一一一一　　　一

19
　　一

　　一　一　　　r　　　　　　一　　　一　　■　一 一　　一　一一　一

20

21
　　　　　　　　　■一一＿　　　■■　　　一　　　一　一■　　　一一　　　一　　　■一@　　　　　　■　　一　　　　　一　　　一　　　　『　　一　一　　　　　一@　　　　一一一一　一一　　・一　　一一冒

22

　　－　　■　　　　　　■　■　一　　　一　　　　■

@　一

　　　一　一　　　　　一　　　一　一　　一　一@　一　　　一　　丁　　　　一　　　　　■　　一

@　　　一
@　　一　　　一　　　一　　『　　一　　一

23 ■一■　一　＿　　　　　　　　一一一一一一　一一　■　一 ＿　一　　一門一『一一

24 @一　　『　　　　　一　　ユ　　　一

Q5

＿　　　　　　一一　一一　　　　　　一『　　　　　　　『一

26

27 　一　　　一　　一　』　　皿黶@一

28

　

　　一　　　　一　　一　一　　↓　　　　一黶@一　一一一一一一　　　一　『

29

30

一　　一

ZZ9／ZZ9



別紙3

（特一様式第1号）
、 定　健　診 ● 寺　定 健　指　’首

‘、｛

謁　届 、険矢療玄欄

特定健診・特定保健指導機関として、下記のとおり届けます。
平成 年 月 日

住　所

社会保険診療報酬支払基金幹事長殿 届出者
氏　名 ㊥
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※1　本届の内容のうち、①から⑤の事項については基金のホームページ上で公開いたします。
2本屈の内容のうち、個人情報に該当する事項については、社会保険診療報酬支払基金の業務に用いるものであり・個人情報保護法第16条第3項に定める場合のほか・

　　本人の同意なくして他の利用目的に使用することはありません。
3本屈1こおレ、てJIS第一、二水準以外の文字で記入されている場合は、JIS第一、二水準に置き換えて登録を行いホームベージ上に公開いたし就



別紙4 都道府県・郡市区医師会が会員機関の健診等データを代行提出する場合のデータ授受

都道府県・郡市区医師会
支払基金

会貝健診等機関　　　　　　　　　帥沮旧派ql川1鴎吟則1吾

パンチ入力による電子化
iZIPファイルの作成）

A機関

A機関
註fファイル 　A機関

ﾛ健指導ファイルA機関
註fファイル

5日まで
　A機関
ﾛ健指導ファイル

⇒
⇒

⇒暗号化［⇒○

@　　　　媒体作成

○　【〉復号化⇒

}体受領
B機関
註fフアイル

B機関
B機関
註fフアイル

10日
健診等データ

i紙媒体）

データ

�ﾌ書

受付エラー

A絡書データ

�ﾌ書

受付エラー

A絡書

　　　受付

@　　u
@　　事務点検

@　　u　　返戻データ

`機関
註f返戻 　A機関

ﾛ健指導返戻
A機関
註f返戻　　A機関　　　　保健指導返戻 翌月10日

41・・
照会■口■

■■口

@B機関
@健診返戻

ぐコ復号化ぐコ

媒体受p

○ ○　　やコ暗号化ぐコ

@某体作成
B機関
註f返戻

u　　支払計算

修正｛ 頁　　く修正後、再請求＞

支払関係帳票
支払関係帳票

A機関

A機関
翌月10日

機関別

x払額
燒�

機関別

x払額
燒� B機関

B機関
翌月10日



別紙5

鶴理の場合【ま、逆に支払基金がr暗号化」を行し・、都道府県・郡市区医師会が復号化

○○医師会

暗
号
化
し
な
い

取
り
ま
と
め
た
Z
I
P
フ
ォ
ル
ダ

A機関健診データの分散片A
A機関保健指導データの分散片A’

B機関健診データの分散片A
C機関健診データの分散片A

口音号化

分散片A

ミ
ミ

送付

、
註
塾
磯
泣
三
軸
『
“
潭
＆

駄
、
，

』
醸

　一、，

　＼，

　ミ，

分散片B，

A機関健診データの分散片B
A機関保健指導データの分散片B’

B機関健診データの分散片B
C機関健診データの分散片B

分散片A

医師会が会員の健診・保健指導機関のデータファ

イルを取りまとめて1つのフォルダに格納・その

フォルダをZIP形式に圧縮したファイル

※返戻・過誤返戻の場合は、支払基金が「暗号

化」を行い、都道府県・郡市区医師会が復号化

分散片B

復
号
化

、，，♪3，豊幡＿＿臨、焔．ゆ習酬＿脚験‘一雌冥一

一＼幅史

　　　　　　　　　一一1＿＿＿窒，＿虹・・，脚淵蜘剛杢鋤轍〆

基金で復号化すると、各機関ごと

のファイルになる。

※返戻・過誤返戻の場合は逆に、
支払基金が「暗号化」を行い、都道

府県・郡市区医師会が復号化



別紙6

都道府県医師会・郡市区医師会から基金へ提出用のzipフオルダのアーカイブ名について

○医師会で作成されたzipフォルダのフォルダ名は次の規則により作成する。

提出元機関番号」是出先機関番号、一提出年月日・同一日分割番号」重男IIコードzlP

　　　　　　　　　　　　　　　　｛
例：1234567890－12345678幽200804010．tzip

区　分 最大バイト テ㌧タ形式 医師会→基金 基金→医師会

提出元機関番号 1
0

可変 医師会番号 基金の代行機関番号

提出先機関番号 1
0

可変 基金の代行機関番号 医師会番号

提出年月日 8 固定 YYYYMMDD（ファイル又はアーカイブ作成日付）

同・一分割番号 1 固定 同日に複数枚の電子媒体を提出する場合の識別番号

P枚目の番号は0とし、2枚目以降は1、2、3…となり

ﾅ大9までとする。

種別コード 1 固定 r1」で固定

※医師会番号及び基金の代行機関番号は別途設定する。

　なお、医師会番号は10桁、基金の代行機関番号は8桁で設定する・



別紙7

（特一様式第3号） 特　定　健　診 特定保健指導機関変更屈
　　　　　　　　　　　　基金に届け出た内容のうち変更欄にチェックを入れた項目について変更し、下記のとおり届けます。

社会保険診療報酬支払基金幹事長殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

平成 年 月 日

裟 更　　　年　　　月　　　日 届出者
@　　　　　　氏　名 ㊥

平成　　年　　　月　　　目

① 特定健診・特定保健指導機関コード l
l
l

　　11il口
変更□ 機関の種別 ロア特定健診機関　　　　　ロイ特定保健指導機関

フリガナ目口目ヒ　　　　　　　　上一一　　　　　　　一

＋一一上＿L一L！

□
　
t

⊥i
⊥
！ u

l

⊥』⊥土 一、一目一ユ」■」⊥1　　　　1　1　　　　1
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目、．一L■4、一
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目　　1
Q一＿L＿一

＿」＿

　
t
＿
＿
．
⊥ 　1

鼈黷k

　　1i一一L　l一」…

@　l
@　l

変
更
□

② 名　　　　　　　称
1
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@　　l　　l

　目　l
戟
@
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l
　
l
i

1
1
i

1…』I

撃

1　日　1
ｩ一一．！一上4．一．
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@
　
l
　
…
　
　
1

　1　L－

1 t
1
1

　I

堰
@
　
J
1 1

一目‡上

P　1
i

I　　　　　　　　　　　　　　　I

戟@i　　i

l
l
l

！
－
r
l
し

郵便番号 l　l 一
1　　ll　　I 電話番号 i　i ＿　　　　1 1

一
フリガナl

@l
レ■u＿L ⊥唱上㌧土

1

㌧＋Lい特
一1⊥一⊥　　　　1

1
　　l　l

齒¥L@
　
l
　
　
t

1　⊥＿一
ｪ『一

P 口
　1
@1』…㎜「　一

　1
黹�[

市
・＋一

dL桔1　1　t

変
更
□

③ 所　　　在　　　地
トll　l　l　1
ヒ貼肝　　　　　　　』L－

@　　　1　　卜　　1

P口　口

1日目⊥ド十⊥一

@　　　i
戟@I　l

1
ロ
ー
一
に
し
ヤ
　
1
　
1
　
1
　
1

ヨ

　　l　I

戟@i

L－
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l
　
↓
　
1

フリガナ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　　　　一@　　　　　　　　　　　　＿■　　　　　　　■　　　一一　　¶　一　■一　　　　■　　　『　一丁@　　　　　　　　　一　　　　　一　　　　一　　　　　一　　　　　　　一　『　　　『@　　　　　一■　　一　＿＿　　　■　　一　　一一一一　　　一　一｝鼈黶Q　　　　　T　＿　一　　一一皿一皿　　　　一一　　一　　■　一一一一

　　　　皿　　　　　　　　　　　一　　一　　　一　　　　　　　　　　『変
更
□

④ ホームページアドレス 一
『
h
団
t
l
　
l

「一 u
P
：
　
1

／／ 病　院

国立病院・国立療養所・官公立・その他の公的

蜉w病院（国立・公立・私立）

ﾆ立行政法人国立病院機構

纓ﾃ法人　・社会福祉法人

@　　　　・個人…＿
m上、一

1 …1上山上四⊥匹
」■注目一寸じ　　i　　l　　i

@　l　l　l

旨穿L法
　　i　l　！　1
黷k！」一＋⊥一

@l　　l戟@l

』■皿山、耳L
その他の法人変

更
□

⑥ 開　　設　　者　　名

フ1ガナ1

鼈齠

l
　
l
　
　
i

1
卜
l
i
l

「 l　　l　　l
戟@　l　　ll　　　　　i　　　　　i

　　　卜
撃
堰
@
t
　
　
～

1
1

l　l
戟@l

⑤
経
営
主
体

．、L－L

1　　　1⊥．一レ＿L斗一」■■ 　i
`」一

　　ik．一⊥一一

変
更
□

診療所

官公立・その他の公的・医療法人

ﾐ：会福祉法人・その他の法人

ﾂ人
」＿一、．

　　　1x一L』一i」．一一禔
@
1
　
1

』L@
l
　
I

　　i　l　l1」ヨ⊥捗

@　11　　1　1
変
更
□

⑦ 請　　求　　者　　名

フ
湖
上
L
七
一
一
丁
一
　
l
　
　
l
　
l
　
　
I

1口…口1一⊥＋一一1」ヨ　　l　l　t
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　1口＿LL一一上

煤
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i
　
1
　
1
1
　
　
1

卜
　
　
l
l
　
t
l
　
　
i

14一‡，L』LLロ
i
．
」
．
． ■一上、‡一上」一土　モ

ﾛ一．t一
一上LLL！上

　l　I　lS⊥一■口 、上」』一lL
その他

註f・
ﾛ健指導
@機関

都道府県・市町村・官公立・その他の公的・医療法人

ﾐ会福祉法人・財団法人・N　P　O・株式会社

ｻの他の法人・個人変
更
□

⑧ 受　　領　　者　　名

フ哩H上　r　　l　　I　　　l

@　l　l

－－
{　　1目　i　　　　　　　　　t　l　　　　l　！　l　　　　　　i

l　l　l　　l
@
l
　
1
　
卜

コー

P
1

その他

i

医師会の請求形態が、既に提出
ｳれている機関届の内容と異な

髀鼾№ﾉ記入する
＊受付印

フリガナ， 1… 一＿』一＿ 銀行コ…ド
　　I　　　　　t
t1ガ㌧」＿

目 口　座　番　号 ＊整理印
一＿L一

振　　込　　銀　　行

口口口口一目　．L」一＿L一上一一一i…．L一

@　　　　　　　銀行 ！
1
1

普通
□田口目口1口

⑨ @　　l　t 1 登
録

変
更
□ 口　座　名　義　人

　目目方クカ㌧目

l　i l　l　l

口口i田口
1
き
l
I
　
　
I

ノ，， tr騨⊥IIt

口口ﾚ目 田11い

変
更
口

⑩ 請　　求　　形　　態

ロア電子媒体（CD－R）

鴻C電子媒体（FD）

鴻E電子媒体（MO）

dlエオンライン

「○○○医師会

■レ＿＿＿＿＿＿

　　　　　　　　　請求代行」

ﾆ記入する
確
認

4譲

（備考）

（　　　　　　／ハ　　　蕾　否｝ イ感官ム〆八十　　1AO　じトマ3ノノ＼閣い汚1ヰす一
A4　（210×297）

※1

　2

　3

　本届の内容のうち、①から⑤の事項については基金のホームページ上で公開いたします。
本届。）内容。）うち、個人情報に該当する事項について1ま、社会保険診療報酬支払基金・）業務に用いるも・）であり・個人情報保護法第16条第3項に定める場合σ）ほか・

本人の同意なくして他の利用目的に使用することはありません。
本届1こおレ、て」IS第一、二水準以外・）文字で記入されている場合は、JIS第一、二水準に置き換えて登録を　テいホームページ上に公開いたします・



別添2

都道府県・郡市区医師会が会員機関から健診等費用の

受領に関する権限を委任された場合の取扱いについて

1　基金への届出

　（1）　都道府県・郡市区医師会（以下r医師会」という。）が会員である健診等機関から・

　　健診等費用の受領に関する権限を委任された場合は、特定健診・特定保健指導機関届

　　の作成要領どおり、各健診等機関は委任状（別紙1）を作成し、当該医師会が取りま

　　とめて最寄りの支払基金支部（以下r基金」という。）へ提出する。

　（2）　この場合、運用上、印鑑証明の添付は不要とし、委任状の最上部に当該医師会が作

　　成した受任承諾書（別紙2）を添付する。

　（3）　特定健診・特定保健指導機関届の記載に当たっての留意事項は、別紙3のとおり。

　　　なお、特定健診・特定保健指導機関届の基金への提出は、健診等機関からそれぞれ

　　提出するか又は医師会が取りまとめ受任承諾書（別紙2）及び委任状（別紙1）とあ

　　わせて提出するかいずれでも可能とする。

2　費用の支払

　　健診等の費用は当該医師会へ一括して支払うこととし、各健診等機関の費用内訳を一

　覧表（別紙4）にして医師会へ送付する。

3　支払関係帳票の取扱い

　　基金で作成する以下の支払関係帳票は、各健診等機関へ直接送付する扱いとする。

　　　特定健診・特定保健指導支払総括票

　　　特定健診・特定保健指導返戻過誤調整内訳書

　　　特定健診・特定保健指導補正結果内訳書

　　　当座ロ振込通知書

①

②

③

④

4　その他
　健診等費用の受領に関する権限の委任に伴い、既に提出されている特定健診・特定保健

指導機関届の内容と異なる項目が生じた場合は、特定健診・特定保健指導変更届（別紙5）

　を基金へ提出する。



別紙1

　　（特一様式第5号）

特定健診・特定保健指導機関コード

1 2 3 4 5 6 7 8　9 0 委 任 状

私は、都合により社団法人OO医師会をもって代理人と定め・下記の権限を委任します・

1特定健診費用

2特定保健指導費用
3特定健診費用及び特定保健指導費用

平成　　年　　月 日

の受領に関すること。

委任者 住所OO県OO市OO町1－2－3
　　　　00法人△△会ロロ病院
氏名理事長基金太郎

㊥

社会保険診療報酬支払基金幹事長　殿

A4（210×297）



別紙1

　作成要領
　　　1欝糀鯉獣鵠羅簾鋪講を実施する機関が、特定健診費用又は特定保健指導費用のどちらかのみ受領の委任を

　　　2聡離羅詳論壷ま、委任者の印鑑登録された印を押し、印鑑証明書（発行日から3か月以内）を添付してくださレ㌔



別紙2

特定健診費用及び特定保健指導費用の受領委任に係る受任承諾書

社団法人○○医師会は、別添委任状のとおり特定健診機関・特定保健指導機関から特定健診費用及び特定保健指導費用の

受領に関する権限を委任されました。

ついては、当該費用を医師会へ支払い願います。

受任に当たっては、受領に関して知り得た機密に係る事項については・第三者に漏洩はいたしません・

また、委任者と医師会の問において紛争が発生した場合については、当事者間において解決するものとします・

平成　　年　　月 日

受任者　　住　　　　所

　　　　　医師会名

　　　　　医師会長名 ㊥

社会保険診療報酬支払基金幹事長殿

A4（210×297）



別紙3
　　（特一様式第1号） 寺　定　健　診 寺　定 健　指　’盲 鰻

美
届 　寮矢’

　　　　、
＼

鰻
美

特定健診・特定保健指導機関として、下記のとおり届けます。
平成 年 月 日

住　所

社会保険診療報酬支払基金幹事長　殿 届出者
氏　名

㊥

① 特定健診・特定保健指導機関コード
！
！

†
l
l

機　関　の　種　別
ロア特定健診機関　　　　　ロイ特定保健指導機関

② 名　　　　　　　称
1

塑告LT㌣刊⊥四一
1　　　　1

1
」＿　1

@七@i　l

．上＿一 L
上！一

1

」エ！主旨罫　l　　　l　l　1　　　一

　　十七
@
　
　
t
1

『』．＿しし　　　t　　　l

」
　
．
　
す
　
1

⊥！一L半上．L上」L
l
　
l
　
t

1
一
＿
L
一レ

口　目
@骨一　　　1 ＿．一■L＿．．

t
＿
L
．

…＿⊥単．L一

郵便番号 l　l　一 1 電話番号 1 t 一
i　l 一

1

1
i十　⊥一一 1⊥■』上． 4

一 1
＿一、L＿ よ＿ 一一 ｻ上一」一斗⊥← 井唱 L㌧㌣料

一L」一目上■i－　r一年口　目l　l　l　1

r一u
1
　
1
　
1
　
1

ヒ
1
1
1

1③ 所　　　在　　　地
フリガナ　　i、i一一＋一L一一一H一

@口　1　t　l　l

l　l　　i　　t

繻ｧ＋Ll－
@1口　1

1
t

　ヒk一一

撃
　I堰@l l

t
1

l　i　l　i　卜

」＿＿上

@l@l
1　11　　11　　i ll　　　　　　l

フリガナ．

i
l

一キー一一一一一一一一一一…一一一一…一一一一一一一… ＿　　一一＿　＿一一　　一　　　　皿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿　一　一r＿　一■　　　　　■一一@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　＿　r一一　　　　一　　一　一　『　　　　　■@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　升＿一　　　“『『　　　一　一一　■@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T　r＿　＿一一　　一　　一　　一　『@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　■一　　　一　　　　一一　一　　一一　－@　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　　一　一　　　　　　　　一　　一　一一　　　一　一　一一@　　　　　　　　　　　　＿一　　＿＿一　■■一　■一一■一『　　一　－　一　一一@　　　　　　　　　　一　　　　　　　　＿　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　　■　　■　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一
@　　　　　　　　丁　　　一　　一　　一　　一　　　一　　　　一@　　一　＿＿＿、＿、＿一■一一一一一一一　一　一一　　一一一一一Q　　一■　　　一　一■一一一　　　一一　　一

④ ホームページアドレス
麻冠・　　1

／
／
i

⑤ 経　　営　　主　　体 病　　　院

医療法人　・社会福祉辛

国立病院・国立療養所・官公立・その他の公的

蜉w病院（国立・公立・私立）

ﾆ立行政法人国立病院機構

@　　　　　　去人・その他の法人・個人

診療所
官公立・その他の公的・医療法人

ﾐ会福祉法人・その他の法人・個人

⑥ 開　　設　　者　　名轟轟轟轟1無嘉ll募
1　　　　1　t ．上巳　　1

轟轟1糠幕無無
i＿、1一 1 1t 上！㎜巳■L

7以降は、特疋健診・
＿ユ，　＿L

］γ　診療報酬ど圓　αノ目ノ2E匹倣赴乙四王フσ。
ロイ 下記口座に振込を希望する。

刀ガg四1「 円一州
1　　目 受領に関する権限を医師会に委任する場

〟A医節会名を記入
⑦ 請　　求　　者　　名 　　　　　iP　　　　1

禔@t

　
精
し 蝦上ぽ咄 目 1 1

■㌧L

⑧ 受　　領　　者　　名

一，一．1一4．．1．一。⊥』L霧一■㌧一L一法」』
L』．し…F1．：⊥＝1■1。1．11．i．一．．　　　『一か一 土一

P

、、

A

1

竺コL」L魔法⊥コ．、払．1 l　i　l ．丁コ…ド 『　iコ…i目 i一ヒ　l　l 又店コ…ト
、　」

⑨
振　　込　　銀　　行 銀行

l
i

支店
l
l
　
i

当座・普通 弓…時 確
認

口　座　名　義　人
方ケカ講　」1 ヒレll摂1 目i 1，ド

；
い…・□…1…1

一 1

1
、
！ 口出 1弔ii

⑩ 請求開始年月日 平’　　　年　　　月　　　　目 ⑪ 請　　求　　形 態ロア電子媒体（CD－R） ロイ電子媒体（FD）ロウ電子媒体（M・）ロエオンライン

（備考）

受領に関する権限を医師会に委任する場

〟A医師会の振込ロ座情報を記入
※1　本届の内容

。一 W上で公開いたします。
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　個人情報保護法第16条第3項に定める場合のほか、

A4　（210×297）

行機関への届出が必要となります。
また、⑨については下記の□にゾを記入し「イ」の場合のみ⑨に記載願います。

　　　　　診療報酬と同一の口座に振込を希望する。

2本届の内容のうち、個人情報に該当する事項について1ま、社会保険診療報酬支払基金の業務に用いるものであり・個人情報保護法第16条第3項に定める場合のほか’

、本�∠揄趨ｶ雪麟礁：i訳悪熱協合は、JIS第一、二水準に置き換えて登録を行いホームページ上に公開いたし　



別紙4 特定健診・特定保健指導

　　　　　　　平成　　年

支払決定内訳一覧表

月分

●●●医師会　御中

●●●社会保険診療報酬支払基金

支払確定額
特定健診・特定保
虫w導機関コード

名　　　　称
特定健康診査 特定保健指導 合計

1 1234567890 ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●● 999，999，999円 999，999，999円 999，999，999円

一
　
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
＿　一　　』

Q9

　　　　　　一　■　　一　■　一　　一　一　一　一@　　一　一　一　　　一　『　　　　一　一　一　ユ　ー　　　一秩Q一　一一　　一　『一一一

　一一一　　一　　＿＿一　一　■一一■　一　『『一一　　一一一　　一　一ユ
　　　　　＿　　一　　　　　　　　　　　■　　　　　　一　　　　　　　　　　　　　　　　　■　　一@　一　一　一』　　　　　　一　　　　一　一　　一　■　　一　一　　■　　　　一

30

31

32 　　　　　一　　　一　一　　一　一@一　　　　　　　　一　　－　一　一　　一　一　一　劃

33

34

35

36

37

38

39

40
ZZ9／ZZ9



別紙5
（特一様式第3号） 特　定　健　診 特定保健指導機関変更届

　　　　　　　　　　　　基金に届け出た内容のうち変更欄にチェックを入れた項目について変更し、下記のとおり届けます。

社会保険診療報酬支払基金幹事長殿

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　住　所

平成 年 月 日

裟 更　　　年　　　月　　　日 届出者

@　　　　　氏　名 ㊥

平成　　年　　　月　　　日

① 特定健診・特定保健指導機関コード
i

i　l

1
　
i
l
　
l
i

変更□ 機関の種別 ロア特定健診機関　　　　　ロイ特定保健指導機関

1 ．L
　　t
黷k⊥ L」」　上しL 1

ヨ
＿

　1i一汁⊥… 　　1一汁ユ

一 ＿L
変
更
□

② 名　　　　　　　称

餌
」
　
1
　
1
　
1
　
1
　
1

lL一月■」市中

1
i

　L＿－惨一 ⊥半』』一一

1

L料L斗昌 ＿⊥一一
＿＿L

＿．L、 ．一」■

t
t

1
1

－十
@t　l

、±一」L　「

@1
郵便番号 一

電話番号 1 ！
一

1 一
1 1

1
＿
L
＿ 洲＿L⊥㌧

i＿L一一

］

l
L
一 土

　！

黶v一． L
！
L

一一L一一 　　1v一一1」＿

@　1
フリガ

ﾋ＿一 円一 ＋一一1一

　　1ユー十■

＿、一L 計 i
　上

P

変
更
□

③ 所　　　在　　　地

1
1

□

　1　L一一ヨ…

@1 l
l
［

■⊥．＿

撃
撃

一一 ¥⊥一

@1

　t

h

　　l　lv十上十Lr　i　　　口1
r
■
一
七
l
　
l
l
　
1 t

l
k
l

七
l
t

フリガナ　1
国立病院・国立療養所・官公立・その他の公的

蜉w病院（国立・公立・私立）

@　　、

変
更
□

④ ホームページアドレス
1

h　t

ltlP1：凶／1
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　一　一　　一　一　旧一　一　『一　　　　　　　　　　　丁　　一@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　一　　　　＿r　＿　　一　一　　　一　一－　　　『　　一　　　　一　　　一@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　＿＿　＿　　　■　一一　　　　一　■　　　『　　一　　　　一　　一一　一　一@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　　　　一　　一　－　　　　　　　■　一　　　一　』　■@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　『　　一　一　一　　　　　－@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一　　■　一　一　一　　　　　　　　　　　皿　■　『　　　一　　一　　　　　　　一　　　　一窒窒窒ﾉ一一一…一…一一一一…一一一’『一一一一

病　院 ウ／一 、ウ・、）古

t　　l目 ∵■ 1□I　l
`「一一

Ii

上、」一
変
更
□

⑥ 開　　設　　者　　名 空㌧冑田腎巴∵州∵
⑤
経
営
主
体

受領に関する権限を医師会に
ﾏ任する場合は、医師会名及
ﾑ医師会のロ座情報を記入す
驕B製上1」 ⊥一且 目1　1 l　t

目　tl　E　l 目
1
　
1

1
． 　上．一　

u

一．1一

＿＿＿一一一上一＿

変
更
□

診療所
1

L
」
1
1

変
更
□

⑦ 請　　求　　者　　名一 ［　　11　　i

　LL　目
秩uP
　
i
し

騨⊥二∵愉∵ユドt
　
　
i
l その他　帥

@　　　＿隅祉法人・財団法人・N　PO・株式会社

、列・昌公並・ての旭の云酌・医療法人

小
更
口

⑧ 受　　領　　者　　名
1鷹

@1

一■…．i　l…l　l－1■l　l…！1－i　t　iヒL－l　　　l　l

@口　1…1口

u
一
一
1
一
一
l
　
l
　
t t

Lい㌧蹄い十1■l　i　l…l　i　l 甲1甲1目
；
i
一 健診

@一日導
@関

その他の法人・個人

ｻの他

フリガナ1 銀行耳一ド

　　　　　　　　　　　　l　l励’ナ1：

支店コード こ　目 口　座　番 ＊整理印 ＊受付印

⑨

振　　込　　銀　　行

一l　i　　　　　　　ゼ

銀行

『

支店
…
i
l
｛

当座・普通
　1　，
戟@i　l　l　l

変
更
口 口　座　名　義　人

　　　　　　　　　　　　　　｝
Jケカナi　　　　　　　　　　　　　　｛ i旨 il…、∵11……田…

1一
口 ，1縮 1一… 題一己

登
録

変
更
□

⑩ 請　　求　　形　　態

ロア電子媒体（CD－R）

鴻C電子媒体（FD）

鴻E電子媒体（MO）

鴻Gオンライン

確
認

（備考）

（　　士苫　　　　　。ゲ｝鼻甘△．（＋　　1　。　・“レ添ノ＼閾い弄1ホー十
A4　（210×297）

※1

　2

　3

　本届の内容のうち、①から⑤の事項にっいては基金のホームページ上で公開いたします。
本届の内容σ）うち、個人情報に該当する事項について1ま、社会保険診療報酬支払基鋼業務に用いるも・）であり・個人情報保護法第’6条第3項に定める場合0）ほか・

本人の同意なくして他の利用目的に使用することはありません。
本刷こおいて」IS第一、二水準以外・）文字で記入されている場合は、JIS第一、二水準に置き換えて登録を　了いホームページ上に公開いたします・



参考

健診・保健指導機関との

特定健康診査等データの

授受及び決済について

1健診等データの授受及び決済の概要

2関係帳票



1 健診等データの授受及び決済の概要

1建言多●1禾1建拒与↑茂閃
唇

①

健診・ 保健指導

結果・ 決済データ 灘 繍

②

○オンライン機関 ○電子媒体機関

・電子情報 ・紙媒体

データ受領書 データ受領書

エラー連絡書 エラー連絡書
蓑

（随時）

③

○オンライン機関 ○電子媒体機関

・電子情報 ・紙媒体

補正結果通知書 補正結果通知書

返戻内訳書

x払総括票

返戻内訳書

x払総括票
瞳 灘

返戻分データ ・電子媒体

返戻分データ

礪

④
○オンライン機関
○電子媒体機関

・紙媒体

当座ロ振込通知書
；

（翌月月初に送付）

　　　　国の定める
電子的標準様式によるファイル
　　　　［X　M　L形式］

　（CD－R、FD、MO、電送）

　随時送信
・電子媒体機関

　5日までに提出

10日に送付

　　　　国の定める
電子的標準様式によるファイル
　　　　［X　M　L形式］

　（CD－R、FD、MO、電送）

聖月10日に送付・送信

翌月10日に送付・送信

費用の支払

翌月21日に支払

支払基金

葺轡蚊

データ受領

籍
コ 　簡単な事務点検

i不備データ電話照会）

　返戻分
註f・保健指導

級ﾊ・決済データ

請求・支払計算

@請求・支払

※①、②、③及び④の説明は次のとおり



①健診・保健指導結果・決済データの提出について
　　国が定める電子的標準様式によるファイル（XML形式）で作成

　（電子媒体機関の場合）

1翻簿麟）綴躍翻㌢繕灘花うフトにより暗号化して電子媒体に記録してください・

　　．毎月5日までに所在都道府県支払基金へ持参又は郵送で提出してください・

　（オンライン機関の場合）
　　．オンラインシステム（支払基金が配布するオンライン送受信ソフト）によりデータフ江イルを送1言します・

　　．随時送信可能としているが、前月6日から当月5日までに受け付けな分を決済単位とします。

　　．オンラインで送信する場合、オンライン専用認証局が発行する電子証明書が必要です・

②データ受領書等の送信又は送付について
　（電子媒体機関の場合）
　　．デ＿タ受領書及びエラー連絡書は、紙媒体で毎月10日頃に送付します・

　（オンライン機関の場合）
　　・データ受領書及びエラー連絡書は、受付後随時配信します・
　　　なお、配信した帳票は、PDFで表示又はCSVダウンロードできます・

③支払関係帳票及び返戻・過誤返戻データの送信又は送付について
　　返戻．過誤返戻データは、国が定める電子的標準様式によるファイル（XML形式）で作成

　　（電子媒体機関の場合）

：姦難蕪韓鞠総懸禦鵜え難齢響羅購総論又は・・の
　　いずれか）の電子媒体にデータを記録して毎月10日頃に送付します・
　　　なお、送付されたデータは、健診等機関で暗号化・復号化ソフト1こより・復号化していただくこととなります・

　　（オンライン機関の場合）
　　．支払総括票、返戻過誤調整内訳書、補正結果内訳書及び返戻・過誤返戻データ墨毎月10日頃配信します・

　　・支払総括票、返戻過誤調整内訳書及び補正結果内訳書については、PDFで配信します。

④当座ロ振込通知書の送付について
　　電子媒体機関及びオンライン機関ともに、支払翌月月初めに送付します・



（1）特定健診・特定保健指導

　　　　　2関係帳票

電子媒体送付書

特定健診・特定保健指導　電子媒体送付書

社会保険診療報酬支払基金　御中

　　　　　この電子媒体送付書は、特定健診・特定保健指
　　　　　導機関が、支払基金へ健診等データを電子媒体
　　　　　で提出するときに、電子媒体と併せて送付してい

　　　　　ただくものです。

平成 年 月 日

特定健診・特定保健
@指導機関コード

特定健診・特定保健指導機関所在地及び名称

印

平成 年 月実施分について、下記のとおり送付します。

媒体種類 媒体枚数

CD－R　　　FD　　　MO
枚

※媒体種類欄は、該当する媒体に○を付けて下さい。



（2）特定健診・特定保健指導データ受領書

（特一機械様式第201号）

平成　年　月分　特定健診・特定保健指導データ受領書

　　　　平成　年　月　目

社会保険診療報酬支払基金

健診等機関：1214567890　基金病院　御中

特定健康診査 受付回： 1回
請求用ファイル名：1214567890－88888888－yyyymmddO」．zip

種別 受診者・利用者数 請求金額

合計 46 620，000

受付不能

1このデータ受領書は、健診・保健指導機関から健診

等データの提出を受けたときに、健診等データの授受

を明らかにするため、支払基金のシステムに登録し

た都度、健診・保健指導機関へ送信又は送付します。

2受付不能欄には、データに致命的なエラーがあり、

支払基金で受付ができない場合に、そのデータ件数

を印字します。



（3）特定健診・特定保健指導受付エラー連絡書

（特一機械様式第200号）

平成年月分特定健診・特定保健指導受付エラー連絡書

　　　　　平成　　年　　月　　日

都道府県社会保険診療報酬支払基金

健診等機関：1214567890

特定健康診査　　受付回：

基金病院

　　1回

御中

　請求用ファイル名：1214567890－88888888－yyyymmddO＿Lzip
1

ファイル番号 保険者番号
受診券・利用券

@整理番号
受診者・利用者氏名 請求金額 エラー状況

000001 11223344 98765432100 ケンシンタロウ 8，400 r受診券整理番号」が未入力です

000023 11223344 98765432344 トクテイジロウ
2110　結果データファイルと決済データファイルとが一致しませ

@　　ん「氏名」

@　000030 55667788 45468432115 ホケンサブロウ 11，000 2331　「請求区分」の値が正しくありません

V338　　「単価（合計）」が未入力です

この受付エラー連絡書は、主としてデータ受領書の受付不能欄に印字した支

払基金で受付できなかったデータの内容及びエラーの状況を健診・保健指導機

関へお知らせする場合に送信又は送付します。



（4）特定健診・特定保健指導支払総括票

（特一機械様式第401号）

特定健診・特定保健指導支払総括票

健診等機関コード

KKKKKKKKKKKKKKKKKKKK御中
99－9－9999999

平成 年 月分
社会保険診療報酬支払基金

健診等機関名

本書のとおり支払決定しましたので、ご連絡します

区　分
受診者数
�p者数

単価　・算定金額 窓口負担金額等 金　　　　額 備　　考

当初請求
特
定
健
康
診
査

補正

返戻・過誤

払総括票は、健診・保健指導機関へ支払額をお知うせする帳票

当初請求
特
定
保
健
指
導

補正

1この支
ﾅ、毎月10日まで（毎月5日までに提出いただいた健診等データに係るも

ﾌを翌月10日まで）に送信又は送付します。
Q当初請求欄は、支払基金で受付した実績（受付エラー分を除く。）を印字

ｵます。
R補正欄は、健診・保健指導機関へ照会の上、支払基金で補正した金額

凾��嘯ｵます。
S返戻・過誤欄は、返戻照会を行うデータ及び保険者から過誤返戻された

fータの金額等を印字します。
T支払確定の金額欄に支払決定額を印字します。

返戻・過誤

当初請求

合
計

補正

返戻・過誤

支　払　確　定

備考



（5）特定健診・特定保健指導返戻過誤調整内訳書

（特一機械様式第410号）

特定健診・特定保健指導返戻過誤調整内訳書

平成　　年　　月分

仕置1木陳口争源午朕酬♪ζ丁ハ蚕皿

県No 区分 機関コード

受診

N月
保険者番号

受診券・利用券

@整理番号

受診者・利用者

@　氏名

実施

謨ｪ

返戻理由

Rード

過誤返戻

摎Rコード
単価・算定金額 窓ロ負担金額等 請求金額 備考

99／99

この返戻過誤調整内訳書は、支払総括票の返戻・過誤欄に印字されたデータの詳細
1をお知らせするときに作成します。

Q支払総括票とともに、送信又は送付します。
R返戻過誤調整内訳書に印字された健診結果・決済データ及び保健指導データ・決済

fータは、電子データで送信又は送付します。

社会保険診療報酬支払基金

実施

謨ｪ

受診者・利用者数

@　（合計）

単価・算定金額

@　（合計）

窓ロ負担金額等
@　（合計）

請求金額
i合計）

特定健康診査
1

動機付け支援

特定保健指導 積極的支援

小計 2

合計

ZZ9／ZZ9



（6）特定健診・特定保健指導補正結果内訳書

（特一機械様式第411号）

特定健診・特定保健指導補正結果内訳書

平成　　年　　月分

県No 区分 機関コード

受診

N月
保険者番号

受診券・利用券

@整理番号

受診者・利用者

@　氏名

実施

謨ｪ

調整

沫R

補正

ﾓ所
補　正　内　容

、支払総括票の補正欄に印字された支払1この補正結果内訳書は
誾烽ﾅ補正した結果の詳細をお知らせするときに作成します。

Q支払総括票とともに、送信又は送付します。

社会保険診療報酬支払基金

ZZ9／ZZ9



（7） 特定健診・特定保健指導機関別取下げ依頼書

（特一様式第10号）

特定健診・特定保健指導機関別取下げ依頼書

社会保険診療報酬支払基金　御中
平成　　年　　月

1この様式は、健診結果・決済データ及び保健
指導・決済データを提出したが、健診・保健指導

機関で誤りを発見し、当該データを取下げる場合

に作成し、支払基金に提出します。

2オンラインで提出する健診・保健指導機関は、
オンラインにより提出することができます。

3取下げデータは、返戻・過誤返戻と同様に処理

することとなります。

日

特定健診・特定保健

　指導機関コード

特定健診・特定保健

　指導機関名称

下記理由により特定健診・特定保健指導データを取下げ願います。

保険者番号

受診券整理番号

�p券整理番号

実施区分
（開始時

1　特定健診
Q　特定保健指導
@　　　・実績評価時・途中終了時・その他）

実施年月
明治汰正　　　　年　　　　月昭和・平成

受診者・利用者氏名
@　（カタカナ）

男女区分 男　・　女 生年月日

取下げ理由（50文字以内）



（8）その他関係帳票

ア当座ロ振込通知書
　　診療報酬と同様とします。

イ支払調書
　　特定健診・特定保健指導機関への支払いに当たり、当該費用は現在のところ源泉徴収

　の非該当となっていますので、健診・保健指導に関する支払額の年間計は・支払調書に

　印字しない取扱いとなります。
　　しかし、所得税申告の際に必要であることから、年間支払額を集計した帳票を別途作

　成する方向で検討中です。



資　料

平成20年2月5日

目本医師会総合政策研究機構

都道府県・郡市区医師会による特定健診等機関の

事務代行の開始に向けて

　特定健診・特定保健指導の決済代行機関である支払基金への、r特定健診・特

定保健指導機関届」の提出について、医師会員である保険医療機関による個別

の届出に加えて、都道府県医師会・郡市区医師会によるr費用の請求事務代行」

やr費用の受領委任」に関する一括の届出が開始されることとなった。

　本資料は、医師会もしくは会員医療機関が各種の書類を作成する際の注意点

を示したものである。

　なお、以下の本文を説明する参考資料を添付しているので、併せて参照願い

たい。

1．医師会による請求

1，　請求事務代行の説明

　支払基金より配布される暗号化ソフトを使用して届出機関自身が電子媒

体による請求の提出ができる医療機関を除いて、届出機関に代わり都道府県

医師会・郡市区医師会が請求の事務代行を一括して行うもの。

暗号化通信とともにr保険医療機関の電子証明書の添付」が必要とされるオ

ンライン請求は、医師会による請求事務代行では行えないので、電磁的記録

媒体である、CD－R、FD、MOのいずれかによる提出となる。

　なお、特定健診と特定保健指導の両方を届出る場合でも、CDR、FD、

MOのいずれかひとつの媒体しか選択出来ないことに注意が必要。

　また、特定健診と特定保健指導のどちらか一方を医師会による請求事務代

行として届出ることはできない。



2．　請求事務代行の届出内容

①特定健診・特定保健指導の請求事務代行について」：参考一1

請求事務代行を行う医師会として1枚提出する。請求事務代行者として

医師会名及び医師会長名を記載して押印する。

②健診等費用の請求の事務代行を行う、特定健診・特定保健指導機関一

　覧」：参考一2

　特定健診・特定保健指導機関コード（保険医療機関コード）と保険医

療機関名称の一覧を作成して添付する。なお、既に健診等機関届を提出

している医療機関が、医師会による請求事務代行を希望する場合（変更）

も、一覧に記載する。

③新規の届出「特定健診・特定保健指導機関届（保険医療医療機関）」：

　参考一3

　本届の内容のうちr⑦：請求者名」欄には何も記入せず、空欄とした

上で会員より取りまとめて添付する。

④変更の届出「特定健診・特定保健指導機関変更届」：参考一4

　本届出で、医師会による請求事務代行を希望する場合は、r⑩：請求形

態」欄で、医師会が請求する形態への変更内容を記入する。また、r備考」

欄に、請求事務代行を行う医師会名にてrOOO医師会　請求代行」と

記入する。

※届出全体のフロー：参考一5

3．　請求事務代行における支払基金との運用の内容

①届出により支払基金から医師会へ提供されるもの

　○一括暗号化と複合化のためのソフト

　○暗号化の際、作成に使用する提出元機関番号（医師会番号として10桁）

②毎月、請求後（基金受付後）に支払基金から医師会へ送付されるもの

　○「データ受領書」

　o　r受付エラー連絡書」

③返戻・過誤返戻データ

　○医師会単位で一括暗号化された電子媒体として支払基金より医師会へ

　送付されるため、医師会により複合化が必要。

※請求事務代行全体のフロー：参考一6



”．医師会による受領

1．　受領委任の説明

　都道府県医師会・郡市区医師会が医師会員である保険医療機関に代わり、

特定健診等の費用の支払いを支払基金から一括で受領するもの。

　なお、特定健診と特定保健指導のどちらか一方を医師会による受領とする

ことはできない。

2．　受領委任の届出内容

①r特定健診費用および特定保健指導費用の受領委任に係る受任承諾

　　書」：参考一7

　受領委任として支払をうける医師会として1枚提出する。受任者として

　医師会名及び医師会長名を記載して押印する。

②r委任状」：参考一8

　受領委任する費用の種類を選択して、委任者欄に会員医療機関の住所、

氏名を記載、押印の上、会員より取りまとめて添付する。なお、医師会に

よる一括受領に関しては、印鑑証明書の添付は不要であり、従って、押印

についても実印である必要はない（シャチハタは不可）ことに注意が必要。

さらに、既に健診等機関届を提出している医療機関が、医師会による受領

を希望する場合は、同様に委任状を提出する。

③新規の届出r特定健診・特定保健指導機関届（保険医療機関用）」：

　参考一9

本届の内容のうちr⑧：受領者名」欄には医師会名を記入、r⑨：振込銀

行／口座名義人」欄には医師会の振込口座情報を記入した上で、医師会が取

りまとめて添付する。

④変更の届出「特定健診・特定保健指導機関変更届」：参考一10

　本届出で、医師会による受領を希望する場合は、r⑧：受領者名」欄には

医師会名を記入、r⑨：振込銀行／口座名義人」欄には医師会の振込口座情報

を記入した上で、医師会がとりまとめて添付する。

※届出全体のフロー：参考一11



3．　受領委任における支払基金との運用の内容

　①毎月、決済後の振込にあたり支払基金より医師会へ送付されもの

　　○「特定健診・特定保健指導　支払決定内訳一覧表」

　②毎月、決済後の振込にあたり支払基金より健診等機関へ送付されるもの

　　O支払総括票

　　○返戻過誤調整内訳書

　　○補正結果内訳書

　　O当座口振込通知書

　※受領委任全体のフロー：参考一12

（補足）

　特定健診等費用は医科レセプト費用と違い、支払基金による源泉徴収対象

外とされている。従って、健診等実施機関では当座口振込通知書を保管して

おく必要がある。

　なお、支払基金では、1年分のr支払調書」の送付を現在検討されている。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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1．地域医師会等による請求事務代行の届出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一医師会による鏡の作成一

特定健診・特定保健指導機関の請求事務代行について

社団法人○○医師会は、別紙に記載の特定健診機関・特定保健指導機関の特定健診費用及び特定保健指導贄川の請求に関する

事務の代行を実施することとしました、，

ついては、請求の事務代行を行うに当たり、次のとおり取扱うこととします、、

1請求の事務代行を行うに当たり、知り得た機密に係る事項については、第三者に漏洩はいたしません，，

2特定健診機関・特定保健指導機関と医師会の間において紛争が生じた場合、当事者間において解決するものとします，，

3健診等データ0）授受方法

（D　支払基金へσ）健診等データの提出

　①健診等機関単位に健診データファイル（zipファイル）及び保健指導データファイル（zlpファイル）を作成し、・括して支

　　払基金へ提出する、，

　②支払基金で受付後に出力されるデータ受領，妻汲び受付エラー連絡，墨季については、各健診等機関単位（健診・保健指導データ

　　ファイル別）に作成したものを、　・括して医師会が受領する，，

　③支払基金で受付けた健診等データσ）照会確認等については、支払基金と医師会σ）間で行う，，（照会内容によって、医師会か

　　ら該当健診等機関へ照会確認を行い、結果を支払基金へ連絡する、，〉

（2）支払基金からの返戻・過誤返戻データの受領

　　支払基金で健診等機関単位に健診返戻・過誤返戻データファイル（zlpファイル）及び保健指導返戻・過誤返戻デ一夕ファィ

　　ル（zipファイル）を作成し、　・括して医師会が受領する、、

（3）請求形態

　ロア　電ヂ媒体（CD－R）　　［コイ　電‘媒体（MOl

」ナー
ノ
一気b乏1、 日

、請求事務代行者　　住　　　所

　　　　　　　　医師会名

　　　　　　　　医師会長名 ㊥

社会保険診療報酬支払基金幹事長　殿

A4（210×297）

資料提供：社会保険診療報酬支払基金



2．地域医師会等による請求事務代行の届出
一医師会による一覧の作成一

別紙2

別紙

●●●医師会

健診等費用σ）請求σ）事務代行を行’　特定健診・特定保健指導機関・覧
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特定健診・特定保健指導

　　機関コーぐ

123456τS90

名 称

●●●●●●●●●●●●●●●●●●●●

1本特定健診・特定保健指導機関一覧は、r特定健診・特定保健指導機関の

鯖求事務代行について』（別紙1）に添付して、支払基金支部にあわせて提出

する。

2機関の種別の「特定健診機関」欄及び「特定保健指導機関』欄には、精求の

事務代行を行う状況を特定健診及び特定保健指導別に表示（事務代行を行う

場合「O』を表示）する、

機関の種別

、f定　・診

機　　関
テ定一

指導機翼

zzg　ZZ　P

演

妻　　　　　　　鍵　　　鱈鰹

」蝋耀　“
押一・縣　　　熱　脾静

坐
『

Oすでに届けている機関が、医師会による請求
事務代行に変更する場合も、一覧に記載する。

資料提供：社会保険診療報酬支払基金



3．地域医師会等による請求事務代行の届出
　　　　　　　　一新規届の医師会による取りまとめ一

（特一様武篇1号）

ケ11｛、尋3

’＝　」1∫　　　診

特定健診・特定保健指導機関として、下記のとおり届け．td

　　　　　　　　　住　所
　　　　　　届出κ　　　　　　　ア特定健撚悶名

　　　　　　ヒユ　　　、y’　　　（．　　　　　　　」■∫

　　　　　　　　　□　　　　機　　関　　（ノ）　種　　別

11　壁絵矢

社会保険診療報酬芝払基金幹事長　殿

’F成　　　　年　　　　月　　　　日

特定健診・特定保健指導機関コ■一ぐ①

名　　　　　　　　　称

　　　　　郵便爵号
③ 所　　　　nl　　　地

　　　　　対ガ　　　　　　ナ曾ノ・－二・ヘ　シア’くンス

　　　　h　t　　　　　t　p　：

　　　　　　院
⑤ 経　　　　　　｝三　　体

電話爵号

イ特定保健指導機関

　　　□

国立病院・国立療養所・官公立・ユロ他り公的

実学病院個立・公立・私立1

独立行政法～国立病院機構

医療法k　・社会福祉法べ・二㍉フ他∪法へ・個長 沙躰無が蒋掬び）一　　　　，，薮教義もう

場合1よ，11i。入‘　　　．、，と彗る

盲公立・弄り他｛．・公的・医

エ以降は、特定健診・特定保健指導の費用を芝払基金に、清求芦じがある場合に記載1
代行機関への届出が必要1となり案ず
また、⑤にソいてはド記の一にゾを記入し　詫、の場合」）み＠に記載願い・k届
ロア　　とりうやこ　にをミ　を　する

開　　　　　　者　　名

　　　　　　　　　　　　　　⊥　　　　ユ十　　　　　　　　　　　⊥請　　瀬　　　　　　名

　　　　了　ガユ
　　領　　　者　　　　　　　　　　　　　　　　『（c　　　　　　　　　　　　　　　　－Ri　　　　　　　　　　　　　　一　電
　　　　　　　　　　　亀卜二振　　込

　　　　　　　　　　　　　　　　　芝店　　　　　　　　　銀行
口　　座　　名　　義　　べ

⑩　　　　　　　　　　　　’請　　　求　　　形　　　態　　　　　・「成　　　　　　　　　　月請求開始年月　日　　　　　　　　　　　　　　　　口
‘備考）

なお、他」）代行機関へ費用を請求守る予定がある場合は、そわぞ　　　　　　　　　　　　わの

　（FD

科　目

当座・暫通

ｳ
座　呑口

＊　整理印 ＊　受付一

口 口

※1　本触1ぴ4抽」容（ノrう仁，、　1、カ・ら・5‘ノ戸｝；π｛に．ノいロてけ；真金｛ノ〕’：、　ノ、・＼■ジi一で歪」用いたししd　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4　（210×297）

2　本属の内容のうち、個人情報に該dl・1る事項に辺いては、社会保険診療報酬芝仏基金の業務に用いるものであり、個人情報保護法第1條塘3項に定める場合σ）ほか、

本尺（わ1司、意ノニくして他の利用目的に使用4る二とけ．侮りヒせん

3　本届に．rlいてHS第・、　1水準以外の芝字で1，己へさむている場合は、HS第・、　1水準に置ぎ換ヌて登録を行いホ■ムヘージi二に公開いたしし　d

麟

O特定健診は医師会、特定保健指導
は自施設から請求するなど、切り分け
はできない。

O特定健診は『CD．R』、特定保健指導

は『FD』など、媒体を分けることはでき

ない。

資料提供：社会保険診療報酬支払基金



4．地域医師会等による請求事務代行の届出
　　　　　　　　　　　　一変更届の医師会による取りまとめ一

（特一様式第3号）

特定健診・特定保健指導機関変更届

欝

．
構

賛

錘．1

基金に届け出た内容の〕ら変更欄にチェックを人あた項目についk変更し，ト記のとおり届け長ず

社会保険，診療報酬、芝払塞翁．幹事長　殿

’ド成　　年　　月　　日

ノ総　　　更　　　11モ
　　　住　所
届出者

　　　氏　名

平成　　年一　　月　　日

＠

’ゑく

更　1

口

磨く

更

□

変

更

口

変
更

口

変
．
更
□

変
更
□

変

更

□

　
．
X
｝

変
受
口

特定健，診・特定保健指導機関コーk

名 和・

所　　　在

郵便番1∫

地一’

変更’

｠ 機関の種別

電話番1｝

ロア特定健診機　　　　　潟 口で特定保健指導機関

㍗　！、へ・ジマ1ぐンス

開　　　設　　　者　　　名

詩　求　者　名

領　　者　　名

振込銀行

　1がナ　フl

h　　　／　　，／　P：
t

銀行

口　座　名義ノ、　　　　　一『｝、

占111　求
形態：・イ電離‘ID）

1ロア電許媒体（CI｝一R）

旧ン断媒酬。、
1口工オンラrン

医師会の請求詫　　　に提出

されてい　　　　　内容と異な

る　　　　　する

病

（備考）

　　イの他
　　健診・
　　保健指導
　　機関

　
よ
　　彪療所

　座、番
l
　
l

国立病院　　　　　　　　　　．・その他の公的

大’　　　　　　　　　立1

　　　」、、病院機構

　、・社．会福祉法尺

、の他の法人・個へ

普通

官公立・その他の公的・医療法へ

社会福祉法人・その他の法人

個八、

綿道府県・市町村・喜公立・その他の公的・医療法人

社会福祉法尺・財団法人・NP｛）・株式会社

その他の法人・個へ

そのイ也

　＊整理印

「OOO医師会請求代一
と記入する

登

※1　本届の内容。）うぢ、ユから5の事項にヲいては基金」）ホームベージしで公開いたしとす　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　．、4（210×297）

2　本届の内容のうち、個人傭報に該当する事項についてほ、社会保険診療報酬支払基金の業務に用いるものであり、個人情報保護法第16築第3項に定める場合のほか、

　本ノ、の同．愚なくし聾しf也0）不II用目的に使∫打・す一ることほあのヒせ一八

3　本届におい一（JIS第・、　1水準以外の文字で記入さオlkいる場合は、JIS第・、　二水準に置き摸索て登録を行いホームヘージしに公開いたしとす

O特定健診は医師会、特定保健指導
は自施設から請求するなど、切り分け
はできない。

O特定健診は『CD－R』、特定保健指導

は『FD』など、媒体を分けることはでき

ない。

資料提供：社会保険診療報酬支払基金
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5．地域医師会等による請求事務代行
　　　　　　　　　　　　一支払基金への届出一
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6．地域医師会等による請求事務代行
　　　一代行入力における請求と返戻の流れ一
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⑦繕事謡アイルの代
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③・データ受領書機
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　　　　　　　　　　麦

　　　　　　　　　　払
　　o　　　　　　基
　　　　　　　　　　金
④フZゴルによる　　）
　　返戻

7



7．地域医師会等による受領委任の届出
　　　　　　　　　　一医師会による受任承諾書の作成一

特定健診費用及び特定保健指導費用の受領委任に係る受任承諾書

社団法人○○医師会は、別添委任状のとおり特定健診機関・特定保健指導機関から特定健診費川及び特定保健指導費川の

受領に関する権限を委任されました。

ついては、当該費用を医師会へ支払い願います。

受任に当たっては、受領に関して知り得た機密に係る事項については、第三者に漏洩はいたしません。

また、委任者と医師会の間において紛争が発生した場合については、当事者間において解決するものとします。

平成　　年　　月 H

受任者　　住　　　　所

　　　　医師会名

　　　　医師会長名 ㊥

社会保険診療報酬支払基金幹事長殿

A4（210×297）

資料提供：社会保険診療報酬支払基金



8．地域医師会等による受領委任の届出
　　　　　　　　　一委任状の医師会による取りまとめ一

特定健診・特定保健指導機関コ・ド

（特一様式第5号）

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 委 任 状

鞭

私は、都合により社団法人OO医師会をもって代理人と定め・ド記の権限を委任します・

委任事項 機関届により届け出られた機関の種別と同一

特定健診費川

特定保健指導費川

特定健診費川及び特定保健指導費川

平成年月日

の受領に関すること。

社会保険診療報酬支払基金幹事長　殿

委任者　住所OO県OO市OO町1－2－3

　　　　氏名OO法人△△会口口病院 ㊥

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4（2！0×297）
作成要領
　1委任事項は、番号を○で囲んでください。
　　　なお、特定健診及び特定保健指導の両方を実施する機関が、特定健診費川又は特定保健指導費川のどちらかのみ受領の委任を

　　付つことはでさません。
　2本委任状を提出する際は、委任者の印鑑登録された印を押し、印鑑証明陸（発行日から3か月以内）を添付してください。

O届出様式にはr印鑑証明書の
添付』が記載されているが、医師

会による一括の受領に関しては、

印鑑証明の添付の必要なない。

→押印は実印である必要はない
がシャチハタは不可。

資料提供：社会保険診療報酬支払基金



9．地域医師会等による受領委任の届出
　　　　　　　　　　　一新規届の医師会による取りまとめ一

～罫

，

（特一様式第1号） 診　　・　　、　’■　　壁
‘ 療医険日

本
）

特定健診・特シi∫保健指導機関と1　　　ド記のとおり届けk噂

社会保険診療報酬芝払塞翁幹事辰　殿 届出者

住　所

氏　名

平成 月 日

　特定健診・特定保健指導機関コー↓

名
、
2

椅

　所5母

a

在

番更郵

地1

権関の種別

電話番号

［コア特定健診機関 E］イ特定保健指導機関

！、ヘ　ジ7τ・／ス

　　　　　h

　経　　営　　セ　　体5

　開　　設　　者　　名5

フ1町　ナ
ノー／一｝Plt

病　　　院

エt■

国立病院・国立療養所・官公立・∬の他の公的

大学病院個立・公立・私立1

独立行政法二、国立病院機構

医療法’、・社会福祉法F、・』∫Tご）他の法’、・個’、

診　療所
官公立・二〇他。公的・医療法♪、

社会福祉法’、・；’0他の法’、・個チ、

3以降は、特定健診・特定保健指導の費用を支払基金に請求♪定がある場合に記載してトさい　な
代行機関への届出が必要となります
また、澄についてはド記の一にノを記入しイ．の場合のみ㊤に記載願います

　ロア　診療報酬と同・の口座に振込を希望する
　ロィ　ド記口座に振込を希望する

　　　　　　　　’土一
⑫　請　　求　　者　　名

’行機関へ費用を請求する托’」 てれぞれの

僻

受領に関する権限を医師会に委任する場

医師会名を記入

灘

領　　者　．名

盤　，

P⊥ド
～■L一

十
」
・

　請求開始年月日⑭ 平b 月 H 　請求形態怠

確
　
認

（備考，

ロア霜チ媒体（CD－Rノ　ロで癒チ媒体（FDl　□！ノ電ヂ媒体（MOl口エオンラィン

　本ノ、の同意なくして他の利用目的に使用儲ることはあり錠ぜλ

　3　」卜届においてHS第・、　オく準以外の気宇で記入されている場合は、HS第

※1

　2

本届σ）内容び　　　　　　　　　　　　　　　　　一ジ1’で公開いたし虻補　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 A4
本届の内容のうら、個ノ、情報に該’一lrする事項に’ノいてほ，社会保険診療報酬芝払基1銑の業務に用いるものであり、個ノ、情報保護法第16条第3項に定める場合のほか、

受領に関する権限を医廣会に委任する場合、

医節会の振込口座情報を記入
（210ゾ29τナ

O特定健診は医師会、特定保健指導
は自施設で受領するなど、切り分け
はできない。

・、　二水準に1置き換ヌて登録を行い亦一ムヘージしに公開いた一し賛す

資料提供：社会保険診療報酬支払基金



10．地域医師会等による受領委任の届出
　　　　　　　一変更届の医師会による取りまとめ一

（特一様式第3号）

特定健診・特定保健指導機関変更届
基金に届口出た内容のう仁変更欄にチェックを入わた項Hにりい’し変更し、ド記」）とおり届け・裁す

社会保険診療報酬支払塞翁幹事長　殿

’ド成　　年　　月　　目

変　　　　　　lr　　月
　　住　所
届出者一

　　氏　名

成 月　　　日

1
変

更

口

’今

更

口
　③

変
1だ

口
　色

変
［だ

［コ
　昼

　
？
）

変
更
□

：：寄・

変

更

口
　⑳

キ、￥定健診・才、芋定保健指導機関

　　　　一f　一
名　　　　　　称

コ

所　　　在

郵便番号
手工一

変庭口 機関の種別 ロア特定健診機　　　　廻 ロイ特定保　・

　　　　　’　朔

オ、　！へ／＼・ンァニ、レス

　ガナア

　：／h　　／　P
，，〔㌧

開　　設　　者　　名

　　　　1　r　・
、請　求　κ　名

．人、

請求形態

β
　
経
　
営
　
L

　
　
　
変
更
口

院病

診療所

国立病院・国立療養所・官公立・ノの他の公的

大学病院（国立・公立・私立1

肯加　　沖1　肯　一

R
　
　
　
じ
セ
　
　
ラ

cD

S
m

（
（
（
ン

体
体
外
で

某
某
某
う

む
　
垂
　
々

戸
チ
．
r
ン

竃
蹴
電
ナ
・

ア
イ
ン
エ

口
口
口
口

受領に関する権

委任する

医　　　　　　　　　　。

，祉法『、・財団法∫、・NPO・株式会社

ノじ）他の法∫、・個1、

ノの他

　　　　　＊受付印　＊整理印

（備考）

※1　本届ぴ）内容のう‘）、1、う、ら51の事項にーンい’〔は基金のホ　ムペ　ジ1二で公開いたし・賛す．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　A4（210×29D

2　本届の内容のうム）、個人情報に該当づ一る・∫‘項に一ソいfdt、社会保険診療報酬芝払基金σ、）業務に用いるものであり、個人情報保護法第16築笛3項に定猷、）る場合のほか、

　本人の同意なくし芙他の利用目的に使用するここはあり柔せ11、

3　本届においてJIS第・、　1水準以外の；〔字て“記入さわている場合ほ、JIS節一、　1水準に置き換ヌて登録を行いホ　ムベ　ジヒに公明いたし・kす一、

㌦
鰯

O特定健診は医師会、特定保健指導
は自施設で受領するなど、切り分け
はできない。

資料提供：社会保険診療報酬支払基金



11．地域医師会等による受領委任
　　　　　　　　　　一支払基金への届出一
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資料提供：社会保険診療報酬支払基金
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12．地域医師会等による受領委任
　　一代行入力における支払（振込）の流れ

結果通知表
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　　　　　　　　　　　　　　特定健診・特定保健指導にかかる集合契約の契約代表者一覧

○保険者は、集合契約に参加する都道府県の契約代表者への委任状を作成する。
　（委任状は、厚労省ホームページに掲載しているひな型を使用することとする。）
○政管健保が代表保険者とならない都道府県において、社会保険事務局は自県の契約代表者への委任状のみ作成する。
O作成する委任状の「契約代理人」欄には、下記の事項を記載する。
○健保組合は、健保連に対する委任状のみ作成する。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※今回追加更新部分を赤字で表示している。

委任状記載事項（契約代理人情報）

住　　　　　　　　　所　　　　　　　　　，　　　保険者等名称　　　　i　　　役職等 代表者氏名

1
　
　
　
0
乙

北海道

ﾂ　森

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　lD幌市中央区大通西16旧　　　　　　　　　　　i健康騰組合連合会北騨連絵i爺．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1青森県青森市本町1－3－9ニッセイ青森本町ビル9階　　　　　　　　　　i青森社会保険事務局　　　　　　　i青森社会保険事務局長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
1一、

P一月清造
P西田　重之

3 岩　手

岩手県盛岡市大沢川原3　1（勅レ3階3号）　　　　雇康保険組合連合会岩手連合会譲　　　　1工藤下口彦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鞠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

セ
↑

4 宮　城
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
{城県仙台市青葉区花京院1－1－20花京院スクエア11階　　　　　　　　1宮城社会保険事務局　　　　　　　1宮城社会保険事務局長　1辺見　聡　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

5 秋　　田
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　l秋田県秋田市中通6－7－9　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i健康保険組合連合会秋田連合会　　1会長　　　　　　　　　1東海林　利夫

6 山　形
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l撃撃血`県lll形市伊lr18－20JA由形市本店ビル　6階　　　　　　　　　　　　　　　1山形社会保険事務局　　　　　　　　　i！ll形社会保険事務局長　　i春山　　保男　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↓

一7 福　島
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　琳沒㈹ｧ福島市大町3－25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1東邦銀行健康保険組合　　　　　　漣事長　　　　　　　　！松野　孝司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

8
　
　
　
Q
」

茨　城

ﾈ　木

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　i�骭ｧ水戸市南町3－4一・12（常陽海上ビル2階）　　　　　　　　　　　　　1健康保険組合連合会茨城連合会　　1会長　　　　　　　　　i羽方　亨　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　！　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l栃木県宇都宮市馬場通り2－1－1NOF宇都宮ビル7階　　　　　　　　　　i栃木社会保険事務局　　　　　　　、栃木社会保険事務局長　i北村　嘉雄

10 群　馬

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　十　　　　　　　　　　　　モ群馬県前橋市紅雲町1－7－12（住宅公社ビル3階）　　　　　　　　　　　　i健康保険組合連合会群馬連合会　　i会長　　　　　　　　　i森田　悌　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

卜
1
　
　
　
り
乙
1
　
　
　
　
　
　
1

埼　玉

轣@葉

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1驪ﾊ県さいたま市大宮区桜木町4－993－1　　　　　　　　　　　　　　　1埼玉機械工業健康保険組合　　　　i理事長　　　　　　　　1菊池　勇　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　l傑帥央殴葉港4闘二野菓縣会醜セン凹階）　　　一進照険船齢会礫齢会まヤ長　　　ユ鮒徹

13 東　京
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　i東京都港区南青山1－24－4（健保会館別館5階）　　　　　　　　　　　　i健康保険組合連合会東京連合会　　1会長　　　　　　　　　1小方　浩　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

4
　
　
　
5
1
　
　
　
　
　
　
1

神奈川

V　潟

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　l神奈川県横浜市中区尾上町4－47（リスト関内ビル6階）　　　　　　　　　　1健康保険組合連合会神奈川連合会　i会長　　　　　　　　　1白川　修二

@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l新潟県新潟市中央区東中通1番町86（山崎ビル3階）　　　　　　　　　　　i健康保険組合連合会新潟連合会　　i会長　　　　　　　　　1萬歳　章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

16 富　山
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
x山県富山市牛島町18－7アーバンプレイス6階　　　　　　　　　　　　i富山社会保険事務局　　　　　　　1富山社会保険事務局長　1井口　修平
@　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　l ｛

7
　
　
　
Q
O
1
　
　
　
　
　
　
1

石　川

氈@井

石川県金沢市鳴和L－17－30　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i石川社会保険事務局　　　　　　　1石川社会保険事務局長　i嶋崎　祐司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　i

汕芟ｧ福井市中央3－1－5　・谷中央ビル　8階　　　　　　　　　　　　　　　1福井社会保険事務局　　　　　　　　i福井社会保険事務局長　i海老原　太　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　l

19 山　梨
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　忙　　　　　　　　　　　　　　　　　　す田
R梨県甲府市丸の内1－17－10東武穴水ビル8階　　　　　　　　　　　　1山梨社会保険事務局　　　　　　　1山梨社会保険事務局長　1守田　憲敏　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t　　　　　　　　　　　　i

↑
120 長　野

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　lｷ野りll、長野rf川1御所45－l　lll　Lビノレ5階　　　　　　　　　　　　　　　　i長野社会保険事務局　　　　　　　1長野社会保険事務局長　i福田　美寿　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

21 岐　阜
岐阜県岐阜市六条南2－11－1（岐阜産業会館3階6号室）　　　　　　　　　i健康保険組合連合会岐阜連合会　　1会長　　　　　　　　　1小島　伸夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　　　　　　　　　　毒

棒0
乙
　
　
　
Q
J
O
乙
　
　
　
0
乙

静　岡

､　知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ﾃ岡県静岡市葵区御幸町11－8（山口駅前ビル6階）　　　　　　　　　　　i健康保険組合連合会静岡連合会　　i会長　　　　　　　　　i大須賀　正孝　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1．　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　l愛知県名占屋市［1」村区名駅南1－24一・30　名占屋・炸ビル本館4階　　　　　　　　1愛知社、会保：険事務∫、弓　　　　　　　　i愛知社会保険事務芹号長　　1佐々木　秀樹　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　←　　　　　　　　　　　　キ

24 三　重
道県漸・羽所町7〔）幡地アス陣禰　　　　　　　　　　i職1会1撒輔局　　　　し酬錨さ鮒細長町田姻三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　屯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヰ　　　　　　　　　　　　　　1

一事｝

25 滋　賀
滋賀県大津市京町3－4－22（滋賀会館2階）　　　　　　　　　　　　　　i健康保険組合連合会滋賀連合会　　1会長　　　　　　　　　1佐倉　恭三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

『窄

6
　
　
　
7
　
■
　
8
0
乙
　
　
　
∩
乙
　
一
　
∩
乙

京　都
京都府京都市下京区大宮通四条下ル四条大宮町2番地　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l坙{生命四条大宮ゆレ3階　　　　　　　　1京都社会保険事務局　　1京都社会保険事務局㌧武田誠大阪市北区梅田3－3…30（健保連大阪中央病院13階）　　　　　　　　　　　　1健康保険組合連合会大阪連合会　　1会長　　　　　　　　　　i加藤　幹雄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　l購県神肺中央区花隈町7一5　　　　　　　　■一1娠保険組合連合会兵庫連合会1巌　　　　1諌甑　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

Q
」
　
　
0
0
乙
　
　
　
Q
θ

奈　良

a歌山

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　lﾞ良県奈良市大宮町7－1－33奈良センタービル4階　　　　　　　　　　　i奈良社会保険事務局　　　　　　　1奈良社会保険事務局長　！植田　幹彦　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　l和歌山県和歌山市本町1－43和歌山京橋ビル　　　　　　　　　　　　　　i和歌山社会保険事務局　　　　　　1和歌山社会保険事務局長i高井　正章　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

31 鳥　取
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l
ｹ取県鳥取市西町1－210東邦ビル　　　　　　　　　　　　　　　　　　1鳥取社会保険事務局　　　　　　　1鳥取社会保険事務局長　i後藤　健三　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　1

り
乙
　
　
　
Q
J
3
　
　
　
Q
U

島　根

ｪ　山

島根県松江市向島町134－10松江地方合同庁舎4階　　　　　　　　　　！島根社会保険事務局　　　　　　　1島根社会保険事務局長　！藤田　学　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　l岡山県岡山市杣ト1－H5ドFTクレド岡IUビル14階　　　　i剛社会保険事務局　　　i岡山社会保険事務服i後藤利美

34 広　島
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　r　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1
L島県広島市中区鉄砲町8－18広島日生みどりビル9階・10階　　　　　　　　　i広島社会保険事務局　　　　　　　i広島社会保険事務局長　i屋敷　次郎一

35 山　　口

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　柔　　　　　　　　　　　　1山口県山口市大内矢田814－1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i山口社会保険事務局　　　　　　　1山口社会保険事務局長　　助川　正博　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

‡
｛

36 徳　島
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　iｿ島県徳島市南田宮2－6－25　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1徳島社会保険事務局　　　　　　　1徳島社会保険事務局長　1村と　高徳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　靭　　　　　　　　　　　　　　　　　　　凄

甚
37 香　川

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝　　　　　　　　　　　　　　1＄�ｧ高松市Z岬J－2－1…1高松第・生命ビルディング新館2階　　　　　　　i香川社会保険事務局　　　　　　　　i香川社会保険事務局長　P樹11　英次　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

↓
8
　
　
　
Q
」
3
　
　
　
3

愛　媛

a@知

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　l､媛県松山市一番町1一・9…15マルワビル　　　　　　　　　　　　　　　　i愛媛社会保険事務局　　　　　　　1愛媛社．会保険事務局長　貼元　　大典　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　l

rm県高知市本町4－2－40ニッセイ高知ビル8階　　　　　　　　　　　　1高知社会保険事務局　　　　　　　i高知社会保険事務局長　i井L　勝見　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率

40 福　岡
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　t
u岡市博多区博多駅前3…25－21博多駅繭ビジネスセンター　2階　　　　　　1編岡社会保険事務局　　　　　　　　i福岡社会保険事務局長　　i西辻　浩r

41 佐　賀
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　l佐賀県佐賀市駅前中央1－6－25佐賀東京海上日動ビルディング3階　　　　1佐賀社会保険事務局　　　　　　　1佐賀社会保険事務局長　…山崎　伸正　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

42 長　崎

長崎県長崎市興善町6－5興善町イーストビ，レ1階　　　　篠崎社会保険事務局　　篠崎社会保険事務局長紐秀夫　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　尋＿　　　　　　　　　　　　　　　　　＿嘉　　　　　　　　　　　　　1 セ

43 熊　本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1F本県熊本市辛島町5－1日本生命熊本ビル6階　　　　　　　　　　　　1熊本社会保険事務局　　　　　　　i熊本社会保険事務局長　i長野　豊　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

r
三44 大　分

大分県大分市府内町2－2－1（名店ビル2階）　　　　　　　　　　　　　　1健康保険組合連合会大分連合会　　1会長　　　　　　　　　i甲斐　幸丈　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　レ　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　l

45 宮　崎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一十　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

{崎県宮崎市高千穂通2－5－32日本生命宮崎駅前ビル2階　　　　　　　i宮崎社会保険事務局　　　　　　　i宮崎社会保険事務局長　i中嶋　克之　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1癌
46 鹿児島

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1　　　　　　　　　　　　　1鹿児島県鹿児島市郡元1－8－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1鹿児島社会保険事務局　　　　　　漉児島社会保険事務局長1宮崎　尚久　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　I　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l

47 沖　縄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　l　　　　　　　　　　　　　l
ｫ縄県那覇市朝日町114－4おきでん那覇ビル8階　　　　　　　　　　　1沖縄社会保険事務局　　　　　　　1沖縄社会保険事務局長　i真方　和彦

（注1）　r住所」欄は、都道府県名から記載すること。

（注2）　r保険者等名称」欄は、　「（株）」や「（社）」なども記載すること。
（平成20年1月23日現在）内定段階の箇所を含む。



委任状とりまとめ先（保険者団体中央組織）一覧

○委任状を作成した保険者は、一括してそれぞれの中央組織に送付する。

○保険者団体の中央組織は、保険者から受理した委任状を都道府県ごとに分類する。

○政管健保が代表保険者とならない都道府県において、社会保険事務局は自県の契約代表者への委任状のみ作成し、自県の契
約代表者（送付先は保険者協議会事務局である国保連合会）に直接送付するため、中央でのとりまとめは行わない。

担当者
名　　　称 郵便番号 所　　　　在　　　　地

所属等　　1　　氏名

健康保険組合連合会 107－8558 速京都港区南青山1－24－4
保健部専任マネーi樋ロ　真也ジャー　　　　　　1　　　　　　　■

（社）全国国民健康保険組合協会 160－0004 東京都新宿区四谷2丁目4番地　久保ビル2階
　；

艶
ﾎ
田
　
哲
也
渦

（社）共済組合連盟 102－0071 東京都千代田区富士見1－7－5共済ビル

[

…
i
峯
村
栄
司
ヨ

（社）地方公務員共済組合協議会 107－0052 東京都港区赤坂8－5－26赤坂D　Sビル5階

　　　　　　　1　　　　　　　　き

末ｱ局長　　　　i水ロ　忠男　　　　　　　　1

τ
E

1
1
i



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　委任状送付先（保険者協議会事務局）一覧

【政管】政管健保が代表保険者とならない都道府県の社会保険事務局は、作成した委任状を下記に送付する。（自県のみ）

【健保】健保連は、作成した委任状及び委任状リストを下記に送付する。
【政管、健保以外】保険者団体の中央組織は、都道府県ごとに分類した委任状を下記に送付する。

委任状送付先

郵便番号 所　　　　在　　　　地　　　　1　　　　　　　　　宛名

1 北海道 060－0062
札幌市中央区南二条西14丁目国保会館　　　　　　　　　i北海道国民健康保険連合会内　　　保険者協議会契約代表者御中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1

2 青　森 030－0801
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ﾂ森市新町2一乎1　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1青森県国民健康保険連合会内　　　保険者協議会契約代表者御中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一

3 岩　手 020－0025
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1ｷ岡市大沢川原3－7－30　　　　　　　　　　　　　　　　i岩手県国民健康保険連合会内　　　保険者協議会契約代表者御中

4 宮　城 980－0011
「　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　T“
蜻芬s青葉区上杉1－2つ宮城県自治会館内　　　　　　　　i宮城県国民健康保険連合会内　　　保険者協議会契約代表者御中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～

5 秋　田 010－0951
卜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　寸
H田市山王4－2－3県市町村会館内4F　　　　　　　　　　　l秋田県国民健康保険連合会内　　　保険者協議会契約代表者御中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｝

6 山　形 990－0023
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　｛R形市松波4－H5　　　　　　　　　　　　　　　　　　1山形県国民健康保険連合会内　　　保険者協議会契約代表者御中

7 福　島 960－8043
幅島市中町3－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　i福島県国民健康保険連合会内　　　保険者協議会契約代表者御中　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　鼻
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平成20年1月24日

各都道府県保険者協議会　御中

医　療　保　険　者　各　位

保険者協議会中央連絡会

集合契約における委任状の提出や契約事務経費の精算について

　保険者協議会の運営につきましては、平素から格段の御配慮を賜り、厚く御礼申し上げ

ます。

　各都道府県の保険者協議会におかれましては、市町村国保の契約スキームを利用する集

合契約の成立に向けた準備作業が佳境を迎えていることと拝察致します。

　今般、委任状の提出先となる契約代表者が全ての都道府県において決定したことから、

契約書の確定に向け、委任状の提出等に関わるスケジュールや、集合契約に参加する保険

者による契約事務経費の精算について、本日開催されました第13回保険者協議会中央連絡

会において、別添資料のように取り決めましたので、ご案内致します。

　各位におかれましては、厳しい時間的制約の中での対応となり大変恐縮ではございます

が、別添資料に沿った対応を、宜しくお願い致します。

記

　資料については次の2点となります。

別添1　委任状の提出スケジュール

　○全国共通の作業スケジュールとなりますので、必着等の期日については厳守いただく

　　よう、お願いします（期目を過ぎたものについては取り扱わないこととなっているの

　　で、ご注意願います）。

　○今回に限り、時間的制約から、一度提出した委任状の撤回は認めないこととなりまし

　　たので、この点を含め、資料の注意点を十分ご留意頂き、委任状を提出願います。

別添2　集合契約の準備に要する経費の精算

　○事務量の積算や事務・経費等の分担の考え方については、昨年9月下旬にご案内して

　　おり、これらに沿って進めて頂いていることと思いますので、経費の立替についても

　　早急に整理願います。

　○経費の分割方法についても、混乱・トラブルが生じないよう、昨年9月下旬に全国共

　　通ルールとしてご案内しておりますので、これに沿ってお願いします。

以上



別添1

委任状の提出スケジュール

平成20年　1月24日
保険者協議会中央連絡会

○　国保ベースの集合契約における委任状の提出に関するスケジュールについては、11～12月

　　頃の予定として案内していたところ（下図）。

○　しかし、委任状の提出先である各都道府県における契約代表者の決定が遅れていたために、

　　各保険者における委任状の作成・提出が遅れている。

○　今般、全都道府県での契約代表者が固まったこと、2月中には契約書の確定が必要なこと

　　から、平成20年度分の国保ベースの集合契約における委任状の提出に関するスケジュールに

　　限り、次ページのとおりとする。

　　※なお、平成21年度分以降は、当初案内どおり（下図）の11～12月頃の予定で進める方向。

【参考：当初案内のスケジュール（平成21年度分以降はこれで定期化）】
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1．委任状作成等に関わる日程（平成20年度契約分）

○　項番5の「2／22（金）までに必着」が厳守できれば、各保険者団体の中で項番1～4の期限を、

　必ずしも下表のとおりでなくてもよいこととする。

○　今回はスケジュールが非常に厳しいことから、事務処理の短縮化等のため、一度提出した

　委任状の取り消し（取り戻し）は認めないものとする。

○　必着等の期日については厳守とし、期日を過ぎたものについては取り扱わないこととする。

作業項目 実施者 期限

1 委任状の作成 各保険者 ～2／10（日）頃まで

委任状のとりまとめ団体（中央の保険者団体）への 2／13（水）までに必

2 一括送付 着

※政管は契約代表者へ直送

受領証（委任状を受領した都道府県のリスト等）の作 とりまとめ団体 2／13（水）～

3 成、保険者への送付 （中央の保険者団 2／22（金）

※保険者団体によっては省略する場合もあり 体）

内容チェック（不備があれば保険者に再送依頼）

都道府県別への仕分け、リスト（当該都道府県に委

任状を出す保険者の一覧）の作成

4 ※保険者リストは、事務の省力化のため、契約書のひな型フ

アイルにある「委託元保険者一覧表」ファイルを使用し作成

※併せて経費精算用に、リスト掲載の各保険者の40～74歳

の加入者数もリストに追加

5
各都道府県の保険者協議会宛に当該都道府県分

ﾌ委任状の束とリストを一括送付

2／22（金）までに必

6
契約書への委任状提出保険者名等の転記

i受領したリストファイルから貼り付け）

各都道府県の集合

_約参加保険者

2／25（月）～

@　　　2／29（金）

7 契約書ファイルの内容確認（メール配布） 3／3（月）

契約書の内容確認（不備があれば契約代表者に修 とりまとめ団体 3／3（月）～

正依頼） （中央の保険者団 3／14（金）

8 ※各保険者にて実施することは負荷が大きい上、時間もかか 体） ⇒修正完了・確定

ることから、保険者からの一任で保険者団体において一括チ

エックが理想

9 契約書の最終確定 各都道府県の集合 3／17（月）

10 契約書の印刷・製本 契約参加保険者 （3月下旬）

2．各都道府県の集合契約参加保険者等による集合契約書の確定

○　上記、契約書のr甲」側の確定と並行して、3月17目の確定、及びそれ以降の印刷製本に

　間に合うよう、「乙」側たる実施機関一覧表や単価表の確定に向け、実施機関等との協議・調

　整を終えられたい。

○　なお、実施機関等との協議・調整においては、委託基準の遵守や機関番号の取得について、

　契約書の確定までに間に合うよう、注意喚起願いたい。

一2一



【参考】委任状作成等に関わる作業（平成19年12月7日　第12回中央連絡会資料5－3から抜粋・加筆）

（1）委任状の作成（各保険者）

　○　集合契約に参加を希望する都道府県（保険者協議会）の契約代表者宛の委任状（ひな

　　型は厚生労働省ホームページ（※）に手引きの付属資料10として掲載）を、必要な都道府

　　県分だけ作成し押印。

　　※http：／／ww．㎡hl靴go．jp／bunya／shakaihosho／iryouseidoO1／dl／infoO3d－4．doc

　O　委任状のとりまとめ先への一括送付の関係上、各保険者が必要と考える都道府県の契

　　約代表者（委任状の宛先）が決定（※）し、必要な全ての委任状が作成できるまでは、送

　　付できない。

　　※厚生労働省「集合契約に関する各種資料」ホームページに最新版を掲載

　　　（http：／／㎜．mhl靴9・．jp／bunya／shakaih・sh・／iry・useid・01／inf・03f・htm1）

　○　集合契約への参加を判断するために、各市町村国保における契約単価を把握したい保

　　険者は、自らの所属する中央の保険者団体（健保連等）から情報を入手（※）する。

　　※各都道府県から保険者協議会に揖共されている実施機関リストを、各保険者団体にて保管し、関係

　　　の保険者間に限って共有することを想定（例：健保なら健保連イントラネット内等）

　　※なお、国保の契約単価はあくまで判断の一助・参考であり、委任状の提出期限内で把握できる情報

　　　で判断する必要がある。

　　　　＊今回については、契約代表者の決定と同様、契約単価の参考情報についても全てが出揃うまで参

　　　　加の判断を待つスケジュール的余裕がないこと

　　　　＊集合契約における契約単価は必ずしも市町村国保の契約単価どおりにならず、契約書のセットの

　　　　段階で確定するため、今回のスケジュール上は、委任状の提出が先行せざるをえないこと

（2）委任状のとりまとめ（各保険者団体）

　○　各保険者（※）は、作成した委任状を、各都道府県の契約代表者宛に直送するのではな

　　く、一旦、自らの所属する中央の保険者団体（健保連等）に一括送付。

　　※政管は、各都道府県の社会保険事務局が各都道府県の保険者協議会事務局（国保連合会）に直送

　○　保険者の本部が立地する都道府県の契約代表者への委任状や、参加する保険者協議会

　　への契約代表者への委任状についても、直接その都道府県の保険者協議会に送付するの

　　ではなく、自らの所属する中央の保険者団体（健保連等）に送付。

（3）委任状の分類・送付（各保険者団体）

　○　各保険者団体は、各保険者から一括送付されてきた委任状を都道府県別に仕分けし、

　　内容の不備をチェック。

　○　不備がある場合は、保険者に再送を依頼、修正版受領後不備のあるものを廃棄し差し

　　替え。

　○　不備がなければ、各都道府県の保険者協議会（※）に、当該都道府県の集合契約に参加

　　する全ての保険者の委任状を一括送付。併せて参加する保険者のリスト（保険者名や加

　　入者数が一覧表となった電子ファイル）も送付。

　　※各都道府県の保険者協議会事務局である国保連合会に送付。国保連合会は、集合契約に向けた保険

　　　者の事務作業の支援の一環として、住所を貸す。
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（4）契約書への転記（各都道府県の集合契約参加保険者）

　○　各都道府県の集合契約における事務作業を分担して行う県内の保険者が、保険者団体

　　から送付のあった委任状を開封、内容のチェック、保管に向け整理。

　○　契約書（ひな型は厚生労働省ホームページ（※）に手引きの付属資料4として掲載）の

　　委託元保険者一覧表に、委任状を提出した保険者を転記（各保険者団体から受領したリ

　　ストファイノレから貼り付け）。

　　※http：／／㎜．㎡hlw．go．jp／bunya／shakaihosho／iryouseidoO1／dl／infoO3d－3．doc

　O　契約書の必要事項を全てセットでき次第、委任状を提出した全ての保険者団体（※）に

　　契約書案をメール等で送付し、抜け等がないか確認を依頼。

　　※今回は時間的余裕がないので、各保険者に送付し確認を依頼することは負荷が大きい上、時間もか

　　　かることから、保険者団体が各保険者から一任を取り付け、保険者団体にて一括チェックする。

（5）契約書セット案の確認（各保険者団体※）

　　※今回は時間的余裕がないので、各保険者に送付し確認を依頼することは負荷が大きい上、時間もか

　　　かることから、保険者団体が各保険者から一任を取り付け、保険者団体にて一括チェックする。

　○　各保険者団体は、受け取った契約書セット案をチェックし、抜けがないか確認し、問

　　題があれば指摘。

　　　　　　　　蔦　穴　・’　瓦を　　壬　　　目石　　　　　　　　　w・’　目石　　ア

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　、　　　　　、

　　　　　ノ
※今回はスケジュールが非常に厳しいことから、事務処理の短縮化等のため、一度提出した委任状の

　取り消し（取り戻し）は認めないものとする。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヒニ　　　　　蔦　　　・
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ア、　　石
　　　　　　　　　　　　　　　　　’自慰
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、　　、　　　　　　人、浄　ア

一4一



別添2

集合契約の準備に要する経費の精算

平成20年　1月24日
保険者協議会中央連絡会

1．問題の所在

○　国保ベースの集合契約における契約書のセットに要する諸経費については、昨年9月に作

　業量・経費の積算方法とその分担ルール、中央の保険者団体を通じた精算の仕組みまでは整

　理済み。

○　しかし、実際に経費を立て替えてから参加保険者からの精算が完了するまでにタイムラグ

　が発生する（年度を超える場合も考えられる）ことに対し、

　①立て替えている者にとって、キャッシュフロー上問題はないのか

　②立て替えている者にとって、年度をまたぐことは会計処理上の問題はないのか

　③参加保険者は、精算費用の予算を確保できているのか（支払えるのか）

　という実務上の問題が残っている。

2．実態・状況等

①各都道府県での立替の実態

　○　経費の支出について検討中の都道府県（保険者協議会）が多い。

　　→準備作業の遅れの裏返しであることから、準備作業の加速が必要

　　→検討・決定の一助として、本資料により全国ルールやスケジュールを早急に示す必要

　○　既に実態として、契約代表者や、決済口座を貸す等事務作業を支援している国保連合会

　　が立て替えている（あるいは立て替えを予定している）県がある。

②立替に関する制約

　○　政管健保（社会保険事務局）は、会計法令上、確定した経費について契約を締結し精算

　　することしかできない（立て替えることはできない）。また、精算のための契約においては

　　精算先の法人格の問題がある。

③予算確保の状況

　○　今年度予算での措置できる保険者も少なくないが、平成20年度予算での経費措置および

　　精算を希望する保険者が多数派となっている。

④精算期限

　○　立て替えている者が希望する精算時期は不明だが、一般的には、立て替えている費用は

　　平成19年度会計のはずなので、平成19年度会計で処理できる時期まで（最も遅くとも出

　　納整理期間中）が期限であると考えられる。

一1一



3．精算に関する統一ルール

①前提となる立替ルール

　○　そもそものルール上、各都道府県保険者協議会において関係の保険者が協議調整の上、

　　諸々の役割を分担して行うこととなっていることから、関係者にて協議調整の上、立て替

　　える者を決める。

［参考：調整における考え方］

●一義的には、契約代表者とならなかった者（複数可）が分担するのが妥当。

●但し、精算までの数ヶ月間、資金繰り上、立替が可能な者（複数可）で分担するという

　点での考慮も必要。

●他県の実態に倣い、決済口座を貸す等事務作業を支援している国保連合会での立て替

　えも期待される。

②精算のスケジュール

　○　契約書の確定する平成20年3月17目頃には、各都道府県保険者協議会における契約事

　　務に関する担当が、契約事務に要した総経費を確定し、各保険者への請求額を算定。

　　※各保険者への請求額は、昨年9月に示している全国共通ルールにより、参加保険者数割りと参加保険

　　　者の加入者数割りを2：8で組み合わせることとなっている。

　　※算定に必要な各保険者の加入者数については、中央の保険者団体が委任状の束を送付する際に添付す

　　　る参加保険者リストのファイルに格納されていることから、これを活用する。

　○　平成20年3月22目（金）までに、各都道府県保険者協議会から中央の保険者団体に請求

　　リスト（各保険者別請求額及びそれらを合計した保険者団体としての総請求額）を送付。

　○　精算時期（中央の保険者団体から各都道府県国保連合会の決済口座への振込）は平成20

　　年4月22目（月）から4月26目（金）までの間に完了する。

　○　中央の保険者団体が傘下の各保険者の立替を行うかは各団体の判断とする（先に保険者

　　団体が精算後に傘下保険者へ請求、先に傘下保険者から徴収後に精算、いずれでも可）

　○　精算金を処理する会計年度は、各保険者で都合の良い方を選択する（平成19年度会計で

　　処理し4月に出納する、平成20年度会計として早速4月に出納する、いずれでも可）。

　○　経費を立て替える者は平成19年度会計にて精算が可能であるが、平成20年4月下旬ま

　　で現金が入らないことに留意し、当該時期まで立替可能な者が立て替えることとする。
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